
新
羅
の
姓
茂
に
就
い
て

三
　
　
品

彰
　
英

・
：
・
：
…
泌
仙
武
の
獲
生
…
：
：
：
六
部
定
泌
仙
践
・
：
：
・
：
・
金
・
朴
・
曲
β
の
三
聖
。

　
　
　
　
姓
氏
の
獲
生

新
羅
で
は
朴
欝
金
の
三
姓
は
何
れ
も
王
位
に
帥
く
家
柄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

で
、
後
世
こ
の
三
思
は
天
降
姓
ビ
呼
ば
れ
、
三
國
史
記
に

は
三
里
の
始
灘
傳
こ
し
て
朴
赫
居
世
・
箆
矯
解
・
急
難
知
の

紳
話
を
傳
へ
て
居
り
、
こ
れ
に
封
し
て
李
・
罎
・
孫
・
鄭
・
襲
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

酵
の
六
氏
は
壁
高
ご
呼
ば
れ
、
新
羅
六
部
の
姓
磯
ε
云
ふ

こ
ε
に
な
っ
て
居
る
Q
か
く
新
羅
時
代
に
は
朴
以
下
の
三

姓
が
最
も
有
勢
で
あ
っ
た
が
、
後
代
に
は
柳
崔
金
聾
が
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

姓
ご
呼
ば
れ
て
名
族
ε
な
っ
て
み
る
。

　
さ
て
朴
・
昔
・
金
の
三
姓
に
し
て
も
、
李
以
下
の
諸
氏
に

し
て
も
、
か
、
る
支
那
罪
な
姓
氏
が
古
く
融
手
時
代
か
ら

’
新
羅
に
實
存
し
た
こ
は
何
人
も
認
め
得
ざ
る
所
で
あ
っ

　
　
　
　
薪
羅
の
姓
氏
に
蕊
い
て
　
（
三
品
）

て
、
以
下
問
題
ご
す
る
黙
は
こ
れ
等
の
姓
氏
が
何
時
頃
成

立
し
、
そ
の
裏
面
に
如
何
な
る
歴
史
的
意
義
が
含
ま
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

居
る
か
ご
い
ふ
黙
で
あ
る
。
三
國
史
記
の
姓
氏
に
關
す
る

記
載
は
殆
ん
ざ
信
じ
難
き
を
以
て
、
先
づ
支
那
の
丈
…
獣
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

就
い
て
見
る
に
、
梁
書
新
羅
傳
に
「
普
通
二
年
王
募
名
秦

　始
三
更
随
思
郷
奉
献
方
物
」
ご
あ
り
、
三
國
史
記
所
引
の
冊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

甲
斐
難
に
は
「
姓
募
名
恭
」
ご
見
え
、
普
通
二
年
は
新
羅

法
興
王
入
年
に
當
り
、
同
王
の
こ
ご
を
我
が
濫
費
紀
廿
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

年
の
條
に
、
「
新
羅
王
佐
利
遅
」
ご
見
え
て
居
る
。
冊
府
元

魑
や
或
は
海
東
繹
史
な
ざ
の
考
へ
た
如
く
、
「
写
し
を
姓
ご

見
る
べ
き
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
け
れ
ざ
も
、
（
師
ち
名
の

一
部
を
姓
と
見
た
も
の
で
、
我
が
天
皇
を
姓
阿
母
氏
こ
し

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
四
號
　
　
五
五
五

（53）



薪
羅
の
姪
氏
に
就
い
て
　
（
三
品
）

た
の
ε
同
類
か
、
叉
た
こ
へ
姓
で
あ
っ
た
こ
す
る
も
、
當

時
新
羅
王
家
に
「
募
」
な
る
姓
が
出
來
て
居
だ
も
の
か
、
又

は
支
那
に
甥
す
る
外
交
上
の
煎
薬
か
ら
暫
時
に
こ
し
ら
へ

た
も
の
か
蓮
断
さ
れ
な
い
。
）
次
代
眞
興
王
に
就
い
て
は
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

齊
書
武
成
本
紀
に
「
詔
以
新
羅
國
王
金
蛇
興
、
爲
使
持
節

東
夷
校
尉
樂
浪
郡
公
新
羅
王
」
ご
見
え
、
そ
の
後
は
す
べ

て
新
羅
王
は
金
姓
を
名
乗
っ
て
居
る
。
か
、
る
僅
か
な
吏

料
か
ら
で
は
あ
る
が
、
新
羅
王
が
金
姓
を
名
乗
る
や
う
に

な
っ
た
の
は
眞
興
王
か
ら
で
あ
る
ご
推
定
す
る
こ
ご
が
出

來
る
。
然
し
な
が
ら
現
存
の
金
石
文
や
日
本
書
紀
に
散
見

す
る
新
羅
人
，
名
を
調
査
す
る
に
、
王
以
外
の
も
の
帥
ち
王

族
を
は
じ
φ
一
般
臣
下
の
も
の
が
姓
氏
を
有
す
る
や
う
に

な
っ
た
の
は
大
盤
統
一
以
後
で
あ
る
ら
し
い
。
先
づ
日
本

書
紀
推
古
紀
以
後
に
見
え
る
新
羅
人
名
を
列
記
し
や
う
。
・

　
　
　
迦
摩
多
（
推
吉
紀
九
年
）

　
　
　
　
む
　
む
　
む

　
　
　
津
沙
殴
部
奈
末
竹
世
士
（
同
十
七
年
目

　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
　
録
部
大
舎
首
瘤
買
鋸
人
（
同
）

　
　
　
沙
壕
部
奈
末
北
叱
智
（
同
十
九
年
）

　
　
　
第
十
－
五
巻
　
　
第
四
舳
観
　
　
　
五
五
山
ハ

　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

習
叡
即
大
A
曽
湘
糊
蜘
隅
周
任
郷
人
（
同
一
）

奈
宋
僧
二
二
（
同
二
十
九
年
）

寮
末
智
洗
爾
（
同
三
十
一
年
）

ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
む

上
均
田
阿
喰
金
春
秋
（
孝
徳
紀
大
化
蹉
年
）

　
　
　
　
む

沙
回
覧
話
芸
金
張
遽
（
大
化
五
年
）

及
喰
蠣
武
（
齊
明
紀
元
年
）

　
　
　
　
む

沙
頭
頂
塗
金
本
厳
（
天
智
紀
七
年
）

上
臣
大
角
干
興
信
（
同
）

沙
喰
督
儒
（
同
八
年
）

　
　
ヘ
リ

沙
喰
金
萬
物
（
同
九
年
）

　
　
　
む

韓
阿
蒙
金
承
元
（
天
武
紀
二
年
）

　
　
む

阿
塗
金
紙
山
（
冊
〉

大
會
霜
雪
（
同
）

一
吉
准
金
薩
儒
（
同
）

　
　
　
つ

韓
奈
末
金
斗
出
（
同
）

貴
子
賓
（
同
）

眞
毛
（
同
）

　
　
　
む

韓
物
量
金
利
盆
（
同
）

王
子
忠
元
（
天
武
紀
四
年
）

　
　
　
　
つ

大
監
級
喰
金
比
蘇
（
同
）

　
　
（
衆
耽
か
）

大
監
奈
金
天
沖
（
同
）

　
（
禾
晩
か
）
o

弟
監
大
麻
朴
武
廓
（
同
）

　
　
　
　
む

弟
監
大
含
金
洛
水
（
同
）

（　」r4　）

脚



　
　
む

察
麻
金
風
那
（
礒
）

　
　
む

奈
彫
金
爽
気
（
同
）

　
　
む

級
塗
朴
蹴
甥
惰
（
同
）

　
　
む

大
奈
末
金
美
賀
（
同
）

王
子
久
廓
伎
（
同
）

沙
凄
金
清
挙
（
同
五
年
）

　
　
つ

級
喰
金
好
．
儒
（
同
）

弟
監
大
舎
金
欽
吉
（
同
）

奈
末
被
珍
那
（
同
）

奈
宋
好
編
（
同
）

　
　
む

大
奈
末
金
楊
原
（
同
）

　
　
　

馬
喰
朴
刺
破
（
同
六
年
）

　
　
む

奈
聴
力
良
井
山
（
同
七
年
）

　
　
む

奈
末
金
三
世
（
同
）

　
　
　

級
准
金
消
勿
（
同
）

　
　
　

大
奈
末
金
世
々
（
同
）

奈
風
早
勿
那
（
同
入
穿
）

　
さ
て
右
の
一
列
の
入
名
の
調
査
に
よ
っ
て
｝
つ
の
推
論

が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
我
が
推
古
時
代
に
あ
た
る
眞
李
王

（
第
二
＋
六
代
）
代
に
は
王
以
外
の
も
の
は
未
だ
姓
氏
を
有
し

て
居
ら
す
、
我
が
大
化
前
後
郎
ち
善
徳
（
第
二
十
七
代
）
眞
徳

　
　
　
　
新
羅
の
姓
氏
に
就
い
て
　
（
三
王
）

（
第
一
手
入
代
）
武
烈
（
第
二
＋
九
代
）
の
時
代
に
至
っ
て
一
般
臣
下

の
も
の
も
姓
を
用
ふ
る
や
う
に
な
つ
だ
。
然
し
そ
れ
も
王

子
乃
至
高
位
高
官
の
も
の
に
限
ら
れ
、
そ
の
殆
ん
ざ
は
王

族
で
あ
り
、
及
喰
（
第
九
位
）
旧
彌
武
・
沙
魚
（
第
八
位
）
督
儒
の
如

き
相
雷
な
地
位
の
も
の
も
伺
ほ
姓
氏
を
有
し
て
居
ら
す
、

奈
末
（
答
十
一
位
）
位
及
び
そ
れ
以
下
の
も
の
は
、
天
智
紀
師

ち
武
烈
王
の
頃
に
は
殆
ん
ざ
無
冠
の
ま
～
で
あ
る
。
三
國

史
記
職
官
志
に
云
へ
る
如
く
、
新
羅
十
七
等
の
官
位
は
所

謂
骨
品
に
癒
す
る
も
の
な
れ
ば
、
家
系
を
表
示
せ
ん
こ
す

る
姓
氏
の
機
生
が
官
位
ざ
或
る
程
度
の
李
行
を
示
し
て
居

る
こ
ご
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
新
羅
使
の
一
行
に
加
は

り
官
位
を
有
し
て
居
る
程
の
も
の
で
未
だ
姓
氏
を
有
し
て

み
な
い
人
名
が
持
統
紀
に
も
幾
分
見
え
る
が
、
績
日
本
紀

以
下
の
六
國
史
に
は
官
位
を
有
し
て
而
か
も
姓
氏
を
持
た

な
い
人
名
は
全
く
見
當
ら
な
く
な
る
。
逐
日
本
紀
港
＋
天

底
五
年
六
月
丁
酉
の
條
に
「
中
貫
國
埼
玉
郡
新
羅
人
徳
師

等
男
女
五
百
五
十
三
入
、
依
講
爲
∵
金
壷
」
ご
あ
る
を
見
て

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
四
號
　
　
五
五
七

（55）



　
　
　
薪
羅
の
婬
琉
に
就
い
て
　
（
予
讃
）

も
、
鴬
時
新
羅
の
「
金
」
氏
が
除
霜
一
般
的
に
な
り
、
我
國

に
鰭
化
し
た
無
位
無
官
の
民
衆
が
本
葉
の
貴
姓
を
請
願
し

て
こ
れ
を
用
ふ
る
ほ
ご
に
な
っ
て
居
る
。
新
撰
姓
氏
録
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
海
原
遣
、
赫
羅
國
人
進
廣
犀
金
加
志
叙
事
之
後
也
Q
」
ご

あ
る
の
も
同
機
で
、
「
加
志
毛
禮
」
の
名
を
見
て
も
こ
の
新

羅
入
の
就
愈
的
地
位
の
高
く
な
い
こ
ご
は
分
る
が
、
し
か

も
金
氏
を
構
し
て
居
る
。
然
し
一
般
の
民
衆
が
姓
氏
を
用

ふ
る
を
得
た
の
は
口
書
へ
蹄
化
し
て
か
ら
の
こ
ε
で
あ
っ

て
、
新
羅
本
國
で
は
一
般
民
衆
は
無
姓
の
ま
、
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ゆ
　
ゆ
　
お

た
Q
日
本
後
胤
に
見
え
る
漂
着
の
新
羅
人
馬
波
古
知
（
弘
仁

　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
の

五
年
）
、
醇
化
し
た
加
羅
布
尊
像
（
弘
仁
五
年
）
な
ざ
は
（
前
者
は

唐
へ
出
か
け
た
商
船
ら
し
い
が
）
何
れ
も
無
位
無
煙
の
一

般
民
衆
で
あ
る
。
新
羅
本
國
で
王
族
以
外
に
金
姓
を
賜
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

淀
例
に
高
句
麗
王
の
遣
族
里
勝
に
七
絶
を
賜
っ
π
こ
ご
も

あ
る
が
ふ
安
勝
は
蘇
欝
欝
に
ま
で
昇
）
、
報
徳
王
ご
號
し

た
程
で
貴
族
扱
ひ
を
さ
れ
て
居
る
入
で
あ
る
。

　
右
は
日
本
書
紀
以
下
の
我
が
吏
籍
に
見
え
る
新
羅
人
名

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
激
化
　
　
五
五
八

の
調
査
に
よ
る
推
論
で
あ
る
が
、
之
を
新
羅
の
史
料
に
徴

す
る
に
こ
の
推
論
ご
全
く
岩
髭
す
る
の
で
あ
る
」
現
存
す

る
新
羅
最
古
の
町
鳶
は
要
脚
王
の
巡
境
界
で
、
そ
の
杓
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
？

見
え
る
多
く
の
人
名
は
、
沙
豫
武
刀
智
逼
干
農
大
等
際
居

七
夫
一
尺
干
・
下
蔭
行
使
大
嘗
沙
豫
悲
夫
智
大
業
末
な
ざ

の
類
で
、
賢
慮
に
も
金
・
朴
な
ご
の
姓
は
見
當
ら
な
い
。

勿
論
王
に
随
行
し
た
入
名
を
列
星
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

書
斎
上
距
下
の
も
の
は
姓
氏
を
省
略
し
だ
も
の
な
り
ε
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
部
名
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
行
政
匿
）
（
職
官
名
）

見
解
も
立
ち
得
る
が
、
隠
州
・
行
使
大
平
・
沙
啄
・
春
夫
智
・

（
臨
画
）

大
志
末
ご
云
ふ
風
に
物
々
し
い
名
乗
り
方
な
れ
ば
、
ひ
ご

り
姓
が
省
略
さ
れ
た
ご
見
る
よ
り
も
當
時
な
ほ
臣
下
に
は

姓
が
存
し
な
か
っ
た
ビ
見
る
方
が
要
當
で
あ
ら
う
。
叉
三

國
遽
事
所
載
の
我
等
和
樹
碑
（
眞
興
王
代
）
が
信
じ
得
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

」
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
文
中
に
見
え
る
入
名
毛
筆
も
相

當
な
名
門
の
人
で
あ
ら
う
が
無
姓
で
あ
る
。
然
る
に
新
羅

統
一
後
の
金
石
文
に
は
、
例
へ
ば
帥
交
響
元
年
に
建
て
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
た
文
武
王
陵
碑
に
は
乃
喰
國
繋
駕
謝
金
通
の
如
く
有
姓

（56）



の
人
名
が
見
え
て
居
り
、
そ
れ
以
後
の
金
石
交
に
見
え
人

名
は
有
姓
が
最
も
普
通
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
に
し
て
誤
り
な
し
ご
す
れ
ば
新
羅
に
於
け

る
姓
氏
の
登
生
は
先
づ
眞
興
王
を
以
て
始
め
ご
す
べ
ズ
、

其
後
宇
世
紀
を
経
て
王
族
を
は
じ
め
権
門
勢
家
こ
れ
に
倣

ひ
、
灘
會
的
階
級
の
中
流
以
下
の
も
の
、
姓
氏
は
統
一
後

に
黙
す
る
ε
云
へ
や
う
。
こ
、
に
於
て
三
國
軸
受
新
羅
本

紀
の
統
一
前
の
記
載
を
考
察
す
る
に
、
王
即
位
の
條
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

必
ず
、
例
へ
ば
「
奈
勿
篭
堂
今
立
。
姓
金
。
仇
討
葛
文
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

之
孫
也
。
父
末
仇
角
干
。
繋
金
氏
休
禮
夫
人
。
妃
金
曜
昧

郷
王
女
。
」
ご
云
ふ
風
に
、
王
を
は
じ
め
王
母
王
妃
の
姓
氏

を
附
記
し
て
居
る
に
係
ら
す
、
そ
の
他
の
記
事
に
見
え
る

人
名
に
は
全
く
姓
氏
を
附
し
て
居
な
い
。
急
激
時
代
は
別

ε
し
て
、
今
期
勿
尼
師
今
以
後
太
宗
王
に
至
る
三
百
除
年

間
に
見
え
る
人
名
を
調
査
す
る
に
、
姓
氏
を
附
し
た
る
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
ヘ
　
へ

名
は
上
騰
王
十
九
年
の
條
に
「
金
官
國
主
金
嵩
亥
」
同
十

五
年
の
條
に
「
金
武
照
し
（
金
印
亥
の
子
）
善
徳
王
九
年
の
條
に

　
　
　
　
新
羅
の
姓
氏
に
就
い
て
　
（
三
品
）

「
伊
喰
金
巾
秋
」
ご
あ
る
三
人
に
過
ぎ
な
い
Q
而
し
て
そ
の

内
前
二
者
は
金
官
加
羅
聖
王
及
び
そ
の
王
子
に
し
て
、
（
こ

の
一
族
に
就
い
て
は
後
箇
に
考
察
す
る
。
）
今
こ
れ
を
除
外

す
れ
ば
王
以
外
に
姓
氏
を
有
す
る
は
伊
喰
金
春
秋
を
以
て

初
見
ご
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
志
紀
王
帥
位
の
條
の
姓

氏
に
關
す
る
記
載
は
後
代
に
假
構
的
追
記
な
る
を
以
で
別

ご
し
、
姓
氏
を
冠
す
る
人
名
の
初
見
が
、
羅
紀
及
び
日
本

書
紀
共
に
金
春
秋
ε
な
っ
て
居
る
の
は
甚
だ
興
味
深
く
、

斯
か
る
爾
書
の
「
致
を
輩
な
る
偶
然
の
一
致
ご
見
る
こ
ビ

は
霞
來
な
い
。
三
國
史
記
列
傳
に
見
え
る
統
一
前
の
新
羅

人
で
姓
氏
を
附
記
さ
れ
た
も
の
に
「
居
染
夫
繊
無
電
謝
罪
」

「
異
亡
夫
絨
嶽
姓
金
甲
」
「
金
々
稜
」
「
昔
雪
雲
」
「
朴
堤
上
」

（
以
下
略
）
な
ご
が
見
え
る
け
れ
ご
も
、
こ
れ
等
の
入
名
は
羅

紀
で
は
姓
氏
を
冠
し
て
居
ら
す
、
か
く
平
平
に
附
記
さ
れ

た
姓
氏
は
何
れ
も
假
構
的
追
記
に
す
ぎ
な
い
。
異
駅
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

は
三
園
遺
事
に
は
「
朴
伊
宗
」
ビ
見
え
、
「
朴
堤
上
」
は
「
金

堤
上
」
ご
な
っ
て
居
る
な
ざ
は
假
構
の
不
用
意
さ
を
示
せ

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
四
號
　
　
五
五
九

（57）



　
　
　
　
新
羅
の
姓
氏
に
就
い
て
　
（
三
品
）

る
も
の
ご
云
へ
や
う
。

　
こ
れ
に
反
し
統
一
後
の
新
羅
本
紀
に
は
窪
目
の
人
名
が

散
見
し
、
後
期
に
な
れ
ば
人
名
の
殆
ん
ご
は
有
姓
ビ
な
っ

て
居
る
Q
勿
論
統
一
後
ご
錐
も
無
姓
の
も
の
や
、
不
明
の

も
の
、
或
は
省
略
さ
れ
た
場
合
が
多
い
が
、
然
も
統
一
前

の
羅
紀
ご
そ
の
趣
き
を
異
に
せ
る
は
注
意
に
債
す
る
。
こ

の
黙
は
新
羅
本
紀
も
我
が
六
國
史
や
、
余
石
文
或
は
支
那

野
薮
ご
一
致
す
る
所
で
、
假
構
的
記
事
に
満
さ
れ
た
羅
紀

の
裏
面
に
清
し
去
る
可
ら
ざ
る
事
實
を
反
映
し
て
居
る
ご

云
へ
や
う
。

　
姓
氏
登
生
に
議
す
る
以
上
の
推
論
を
出
登
瓢
こ
し
て
以

下
姓
氏
成
立
の
考
察
を
進
め
て
行
く
こ
ご
に
す
る
。

1
、
慶
三
道
地
理
志
。
但
し
天
降
姓
、
土
姓
の
甥
に
宵
く
か
ら
噂
し
六
も

　
の
で
に
な
い
ら
し
く
、
三
國
瀧
事
に
六
部
の
醗
の
夫
降
傳
説
な
記
し

　
コ
按
上
文
、
此
六
部
獄
窓
、
似
皆
從
天
野
物
」
書
述
べ
て
居
る
0

2
、
丈
獣
魍
考
。

3
、
愚
妻
今
西
龍
博
士
が
「
新
羅
骨
ロ
㎜
考
」
（
史
林
七
の
一
所
載
）
の
申
で
金

氏
の
薄
志
に
薪
返
事
軸
の
蔵
前
の
璽
に
規
立
ぜ
り
建
附
言
さ
れ
表
の
ば

　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
四
號
　
　
　
五
山
ハ
○

　
最
も
興
味
深
い
教
示
で
あ
る
。

4
、
原
宗
の
反
は
恭
な
れ
ば
恭
を
正
定
す
。
（
新
羅
三
品
考
）

げ
。
、
一
二
學
報
第
十
五
巻
所
載
前
間
恭
作
の
「
新
靴
王
の
世
定
其
の
名
に

　
つ
き
て
」
の
内
に
佐
利
遅
ぱ
孟
宗
9
議
鳶
霧
の
音
為
う
つ
し
六
も
の

　
な
り
亡
。

6
、
羅
紀
騨
丈
王
三
年
の
條
。

六
部
准
そ
の
姓
民

　
新
羅
本
紀
三
態
耳
偏
今
九
年
の
條
に
、

　
　
改
ム
ハ
部
之
名
0
傍
賜
姓
○
割
田
山
部
爲
及
泌
漏
淑
即
、
姓
杢
・
O

　
高
倉
部
爲
沙
梁
部
、
姓
裾
。
大
樹
志
操
漸
梁
部
、
恥
撫

　
姓
孫
。
干
珍
部
爲
本
彼
部
、
姓
鄭
。
撫
利
部
爲
漢
舐
部
、

　
姓
嚢
。
明
活
部
爲
警
下
部
、
姓
酵
。

ビ
の
記
事
が
見
え
る
が
、
前
項
に
結
論
し
た
如
く
新
羅
に

於
け
る
姓
氏
の
獲
生
は
統
一
前
後
の
時
代
で
あ
り
、
且
つ

最
初
は
王
及
び
王
族
に
限
ら
れ
た
る
を
以
て
、
若
し
實
際

に
六
部
の
も
の
が
右
の
姓
氏
を
用
ひ
π
こ
し
て
も
、
そ
れ

は
統
一
後
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
且
つ
先
人
の
言
へ
る

が
如
く
李
以
下
の
諸
姓
は
何
れ
も
支
那
の
名
族
で
あ
り
、

（58）

！



統
一
以
後
の
新
羅
は
悪
事
唐
の
制
度
風
習
を
模
倣
し
た
時

代
な
れ
ば
、
右
の
六
部
の
姓
に
關
す
る
記
事
の
如
き
も
斯

か
る
模
倣
の
一
例
で
あ
る
こ
ご
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
然

し
な
ほ
こ
の
間
の
事
情
を
精
細
に
調
査
し
、
幸
に
し
て
知

レ
得
べ
く
ん
ば
こ
の
傳
説
の
成
立
が
何
時
頃
で
あ
る
か
を

推
定
し
纏
い
。

　
さ
て
こ
の
問
題
の
前
提
こ
し
て
六
部
の
本
質
如
何
。
六

部
傳
説
は
朴
・
昔
・
金
の
始
三
脚
説
よ
り
も
新
羅
酒
家
成
立

の
傳
説
ご
し
て
は
固
有
な
も
の
で
あ
り
、
趾
會
組
織
の
上

に
も
密
接
な
關
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
六
部
の
窟
が
．

何
れ
も
瓢
山
品
峯
以
下
の
諸
富
に
降
つ
π
ご
云
ふ
三
國
遺
事

の
古
傳
説
は
駕
洛
の
六
器
降
下
傳
説
ご
甚
だ
類
似
し
て
居

り
、
何
れ
も
韓
民
族
固
有
の
も
の
ら
し
い
。
然
し
傳
説
時

代
の
六
部
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
全
く
知
る
由

も
な
い
が
、
こ
の
六
部
の
名
は
永
く
後
代
に
残
り
、
統
一

以
後
に
於
け
る
六
部
に
就
い
て
は
明
ら
か
に
知
り
得
る
の

で
あ
る
。
且
つ
六
部
ご
姓
氏
ε
の
關
係
は
統
一
以
後
の
問

　
　
　
新
羅
の
姓
氏
に
就
い
て
　
（
三
品
）

題
な
る
を
以
て
考
察
の
中
心
を
敢
へ
て
古
く
持
っ
て
行
く

必
要
も
あ
る
ま
い
。

　
統
一
以
後
に
於
け
る
六
部
は
新
羅
の
王
都
を
中
心
ご
す

る
特
別
な
行
政
監
製
で
あ
っ
て
三
國
史
記
職
官
志
に
よ
れ

Dぱ
六
部
乾
臨
典
翫
監
貼
な
る
も
の
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て

居
り
、
こ
の
廣
劃
制
度
は
高
麗
時
代
に
ま
で
長
閑
さ
れ
て

　
恥

居
る
。
統
…
後
の
斯
の
如
き
制
度
は
統
｝
前
か
ら
繊
綾
さ
．

れ
た
も
の
ら
し
《
、
法
興
王
時
代
の
事
情
の
記
し
た
罫
書

諸
謹
製
曼
・
「
六
啄
浄
・
の
六
部
に
外
な
ら
誌

い
Q

　
六
部
忍
言
の
下
に
梁
部
（
及
梁
部
）
や
沙
魚
部
の
如
き
一

個
の
部
が
監
郎
以
下
大
吉
麻
な
ご
の
縮
當
高
位
な
役
人
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
D

よ
っ
て
統
割
さ
れ
て
居
た
こ
ご
を
見
て
も
六
部
の
特
殊
的

地
位
を
推
測
す
る
に
難
か
ら
す
、
又
新
羅
の
母
禮
た
る
六

部
が
古
今
を
通
じ
て
勢
家
の
中
堅
こ
な
っ
た
こ
ご
は
羅
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

智
讃
廉
立
干
十
五
年
、
翼
聖
王
十
九
年
な
ざ
の
記
事
に
よ

っ
て
も
知
ら
れ
、
或
は
百
濟
こ
の
端
子
に
奮
戦
し
美
名
を

　
　
　
　
　
　
駕
〃
十
一
血
谷
　
第
四
號
　
　
　
五
山
ハ
一



　
　
　
　
新
羅
の
姓
氏
に
就
い
て
　
（
三
品
）

千
載
青
更
に
残
し
た
妻
達
、
例
へ
ば
金
座
信
（
沙
梁
）
を
は
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

め
婁
論
（
牟
梁
）
・
験
徒
（
沙
梁
）
・
金
命
胤
（
嗣
）
・
匹
夫
（
同
）
な
ざ
何

れ
も
六
部
の
人
逮
で
あ
り
、
遭
際
新
羅
の
孚
島
統
一
は
主

ε
し
て
六
部
の
入
逮
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

季
時
に
於
て
も
同
様
で
、
中
央
政
府
は
云
ふ
ま
で
も
な

く
、
外
官
も
六
部
出
身
の
も
の
が
配
麗
さ
れ
、
「
職
官
志
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

外
官
の
條
に
「
文
武
王
十
四
年
、
以
還
徒
興
骨
出
居
」
ざ

見
え
、
五
京
九
州
の
椹
要
な
地
に
就
任
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
南
解
家
々
雄
や
奈
解
尼
師
今
代
の
記
事
の
如
き
傳
説
は

こ
の
六
部
の
軍
事
的
活
動
を
反
映
し
た
物
語
ご
云
へ
や

う
。
新
羅
の
古
代
に
は
倭
軍
は
じ
め
亜
族
の
浸
入
に
際
し

常
に
王
都
の
内
外
で
戦
は
れ
た
ご
云
ふ
傳
説
が
羅
列
さ
れ

て
居
る
が
、
こ
れ
も
恐
ら
く
は
六
部
の
入
が
奮
戦
し
た
事

實
が
傳
説
さ
れ
て
斯
か
る
不
自
然
な
物
語
が
形
成
さ
れ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
又
樂
浪
や
百
濟
の
亡
曳
を
六
部
に

　
　
　
　
　
　
　
　
D

舜
居
せ
し
め
た
ご
云
ふ
記
事
の
散
見
す
る
の
は
、
慕
化
思

想
の
反
映
で
あ
る
に
し
て
も
六
部
の
面
面
を
飾
る
物
語
ビ

　
　
　
　
　
　
第
十
五
鍮
焔
　
第
四
號
　
　
　
五
六
二

し
て
は
無
意
義
で
は
な
か
ら
う
。

　
國
家
の
重
大
事
件
に
六
部
が
常
に
會
合
し
た
こ
ご
は
、

田
租
赫
居
世
総
説
に
見
え
る
六
部
の
祓
の
會
合
や
、
蕾
唐

車
に
あ
る
「
和
臼
」
の
制
度
、
或
は
婆
沙
尼
師
走
二
十
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

の
條
に
見
え
る
悉
直
・
抑
督
の
問
題
の
定
説
な
ご
に
よ
つ
て

も
窺
は
れ
る
。
又
朴
堤
上
（
騨
斗
酒
の
毛
質
利
姦
智
）
が
若
弟
未

斯
欣
（
帥
功
祀
の
微
対
日
知
波
調
子
岐
）
を
田
本
よ
り
救
ひ
出
し
た

物
語
の
内
に
「
初
段
斯
欣
之
來
也
。
伽
騒
動
遠
等
質
」
（
鴎

倣綿

t
の
り
三
國
叢
に
同
舞
を
「
命
雷
迎
於
巖
働

騨
」
ご
傳
へ
て
居
る
。
叢
説
の
僅
か
な
文
字
に
拘
泥
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

き
ら
ひ
は
あ
る
が
六
部
師
ち
百
官
ご
見
る
こ
と
が
新
羅
の
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

制
度
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
三
國
史
記
色
服
志
に
「
六
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
藤
色
」
ご
あ
る
こ
ご
を
羅
紀
に
は
「
百
官
導
爆
」
ご
見

え
、
六
部
ご
百
官
が
同
標
に
用
ひ
ら
れ
て
る
る
。
又
巫
女

的
政
治
の
色
彩
を
永
く
持
っ
て
居
た
新
羅
で
は
六
部
の
女

子
が
國
家
の
行
事
に
あ
つ
か
っ
た
こ
ご
も
當
然
で
、
儒
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

細
々
今
九
年
の
條
の
喜
々
の
記
事
や
、
主
膳
王
三
年
の
條



の
王
妃
の
入
内
に
當
っ
て
及
梁
沙
梁
二
部
の
娘
嬢
が
駕
を

迎
へ
た
芝
云
ふ
儀
禮
の
如
き
何
れ
も
歴
史
の
あ
る
行
事
で

あ
ら
う
。

（
註
）
1
、
三
國
史
記
職
官
志
に

六
墾
監
鐙
鷺

　．

ﾀ
部
㌃
沙
残
部
Q
監
耶
各
一
人
、
大
欝
血
各
一
人
、
大
余
各
ご
人
、
舎

　
　
知
餐
一
人
、
梁
塵
史
六
人
、
沙
梁
部
更
五
人
O

　
本
彼
部
。
監
郎
一
人
、
監
大
陸
一
人
、
舎
知
一
人
、
監
撞
五
人
、
史
一

　
　
人
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
／

　
牟
梁
部
。
監
匿
一
人
、
大
舎
一
人
、
心
知
一
人
、
監
糠
五
人
、
更
一
人

　
漢
概
部
・
曾
比
部
。
監
展
各
「
人
、
大
三
章
一
人
、
會
知
各
一
人
、
監

　
　
瞳
各
五
人
、
史
各
一
人
。

　
ミ
あ
る
。
こ
の
六
部
監
典
が
何
噂
頃
制
定
さ
れ
六
か
職
官
志
に
明
記
し

　
て
居
な
い
が
、
他
の
所
に
「
典
邑
署
9
景
徳
王
改
典
江
府
。
懇
恭
王
復
故

　
　
　
　
ダ
　
む
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む

書
入
難
蕪
鰍
電
蓄
蓄
髪
蟹
沙
養
之
」
藷
り
、

　
漣
に
云
ふ
「
本
懐
監
六
人
、
分
領
六
部
」
ぜ
あ
ろ
に
さ
き
の
六
部
監
典

　
に
當
る
べ
く
、
さ
れ
ば
景
徳
王
代
の
典
京
府
の
前
葉
で
あ
っ
六
ら
し
い

2
、
商
麗
史
塊
理
志
東
京
の
條
に

　
　
ご
十
三
年
（
太
瓢
）
…
…
…
改
其
六
部
名
。
梁
部
爲
申
興
都
、
沙
梁
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
地
）

　
南
山
部
、
本
彼
爲
通
仙
部
、
習
北
爲
臨
川
部
、
漢
紙
型
加
三
部
。

　
牟
梁
艦
長
蘭
部
。
定
見
え
三
唱
慧
纂
に
は
盗
部
所
爾
の
村
名
が
見
え
て

　
み
る
。

薪
羅
の
姓
氏
に
就
い
て
　
（
三
等
）

3
、
梁
轟
轡
藷
…
夷
櫨
即
新
羅
の
條
に
「
國
｛
屑
山
ハ
啄
評
五
十
二
口
巴
勒
」
ぜ
僻
兄
え
、

「
其
邑
在
内
日
殴
評
、
雀
外
邑
勒
、
」
オ
観
明
し
て
居
り
、
統
一
後
の
六

　
部
蜜
回
り
踊
り
に
な
い
様
で
あ
る
。

4
、
智
謹
廓
之
干
〇
十
五
年
春
正
月
、
趾
小
京
於
阿
P
村
、
秋
七
月
、
徒

　
　
む

　
山
ハ
部
及
南
地
人
戸
、
充
實
之
O

　
　
眞
興
王
。
十
入
年
。
以
囲
原
爲
小
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
ゆ
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む

　
　
　
同
　
　
十
九
飴
聖
O
嶽
二
一
H
〃
、
徒
島
鼠
戚
子
弟
洲
山
興
部
灘
継
斑
、
以
轡
ハ
國
原
O

　
　
　
奈
購
鍔
得
作
砲
弩
上
之
。
国
々
城
上
。

　
こ
れ
ら
の
記
事
に
羅
紀
の
充
分
信
頼
し
得
べ
き
隠
代
に
厨
す
れ
ば
鱗
實

　
な
傳
へ
て
居
や
う
。
阿
戸
村
に
し
て
も
國
原
に
し
て
も
小
京
建
定
め
ら

　
れ
る
程
橿
要
な
土
地
で
あ
り
、
軍
事
的
に
重
要
な
地
駄
…
な
れ
ば
【
六
部
の

　
人
蔭
が
そ
の
中
堅
亡
し
て
派
鴛
さ
れ
六
の
で
あ
る
。
特
に
國
原
に
三
國

　
吏
記
地
理
志
高
向
麗
の
條
に
「
閣
原
城
ご
訳
一
型
省
、
一
云
託
長
城
」

　
ミ
見
え
、
隅
新
羅
の
條
に
「
申
原
京
、
本
高
高
句
麗
美
原
誠
。
薪
羅
亭

　
之
。
眞
興
型
置
小
京
O
丈
武
王
時
築
城
O
周
二
千
五
百
九
十
二
歩
O
景

　
二
王
改
爲
中
原
京
。
今
忠
興
。
」
ピ
あ
る
。
眞
興
王
十
二
年
以
來
新
羅
の

　
軽
量
に
干
す
る
浸
略
に
甚
だ
大
進
渉
し
、
國
原
京
に
南
漢
江
の
上
流
に

　
位
し
、
そ
の
下
流
地
帯
の
南
豊
山
、
南
亭
城
方
癒
に
封
ず
る
策
源
地
で

　
あ
り
、
併
ゼ
て
江
原
道
方
面
の
蔽
に
呈
し
て
も
策
動
し
得
る
地
鮎
に
あ

　
る
0

5
、
三
國
史
認
列
傳
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

6
、
南
解
次
々
雄
〇
十
一
年
。
倭
人
遣
兵
船
百
絵
艘
。
玄
海
擾
民
戸
。
獲

　
り
　
む
　
の
　
り
　
り
　
む

　
山
ハ
部
鋤
酬
兵
御
鮒
之
O
鰍
恥
浪
謂
盟
四
轟
繊
O
來
攻
A
皿
城
甚
熱
働
Q
・
：
・
：
：
・
山
ハ
黙
…
兵
一

第
十
五
巻
　
第
四
號
　
　
　
五
六
三
．
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薪
羅
の
姓
氏
に
就
い
て
　
（
三
融
）

　
千
追
之
。
（
羅
紀
）
　
・

　
　
奈
解
王
十
四
年
秋
七
月
。
浦
上
入
囲
謀
侵
加
羅
。
加
羅
王
子
來
溝
救

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　

　
王
命
太
子
干
老
與
伊
伐
喰
利
膏
。
将
六
部
兵
徒
上
之
。
羅
殺
入
國
將
軍
。

　
奪
殊
虜
六
千
人
選
之
O
（
羅
紀
）

7
、
儒
理
論
師
今
十
四
年
O
窩
句
麗
王
無
焼
襲
二
野
滅
之
O
其
國
人
五
千

　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　

　
來
投
O
分
層
…
山
ハ
部
0
（
羅
紀
）

　
　
奈
勿
尼
師
今
、
十
八
年
Q
遺
弟
禿
山
城
主
傘
人
ミ
百
來
投
王
納
之
Q

　
む
　
む
　
む
　
む

　
分
居
六
部
　
（
羅
紀
）

8
、
婆
娑
尼
師
今
二
十
三
年
秋
入
月
。
音
汁
伐
國
輿
悉
直
谷
國
鋤
顎
。
詣

　
王
講
決
。
王
難
之
。
謂
金
官
國
着
露
王
年
老
多
智
識
。
召
問
之
。
首
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
山
ユ
一
二
0
以
所
畢
之
漁
｝
、
剛
濁
出
日
汁
代
國
O
於
是
王
命
山
ハ
卿
帥
O
會
饗
首
贈
路
王
O

　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
五
部
子
馬
伊
喰
爲
生
。
唯
鼠
紙
部
黒
鍬
卑
者
主
之
。
首
露
懇
。
命
奴
耽

　
下
里
。
殺
漢
瓢
部
二
二
三
三
蹄
。
奴
逃
轟
音
汁
伐
虫
二
郷
干
家
。
王
使

　
人
索
其
奴
。
陥
郷
不
逡
Q
　
王
怒
。
三
兵
伐
音
汁
伐
國
。
三
主
輿
衆
白

　
降
。
悉
颪
押
督
範
囲
王
來
降
0

9
、
儒
理
尼
素
性
九
年
。
王
既
定
六
部
。
申
分
爲
二
〇
使
王
女
二
人
。
各

　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
　

　
蛮
・
都
内
女
皇
。
．
分
朋
造
黛
。
自
秋
七
月
既
墓
。
毎
日
早
集
大
部
之
庭
績

　、

メ
B
乙
夜
両
罷
云
々
。
（
以
下
略
）

　
こ
の
嘉
俳
の
行
事
の
本
質
に
就
い
て
に
拙
稿
「
花
鄭
制
度
に
就
い
て
」

　
（
歴
典
婁
地
理
二
十
五
ノ
一
）
の
内
に
評
論
し
☆
う
な
以
て
塗
照
さ
れ
穴

　
い
。

、
1
0
、
弓
丈
王
三
年
。
…
…
・
：
納
一
吉
准
金
欽
蓮
少
女
爲
夫
人
…
…
…
五
月

　
七
日
Q
造
伊
換
文
言
縫
元
抵
其
宅
。
多
幸
夫
人
。
其
日
卯
時
Q
遣
波
珍

　
　
　
　
　
第
十
五
懸
　
　
第
四
肌
就
　
　
　
五
山
ハ
㎞
悶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
つ
　
む
　
む
　
む
　
む
　
り

凌
大
常
、
孫
文
。
珂
旗
坐
耶
、
吉
一
等
。
各
與
妻
娯
及
梁
沙
梁
二
部
躯

昏
三
十
人
迎
來
。
夫
入
乗
車
。
左
右
侍
曹
官
人
及
頗
婿
甚
盛
。
至
王
営

北
門
。
下
車
入
内
。
（
羅
紀
）

　
以
上
九
牛
の
一
毛
に
も
過
ぎ
な
い
僅
か
な
史
料
か
ら
六

部
ご
新
羅
國
家
ご
の
關
係
を
窺
っ
た
の
で
あ
る
が
、
少
く

　
　
　
　
　
D
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
暑

ご
も
歴
史
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
六
部
は
行
政
匿
劃
的
な

も
の
で
あ
っ
て
、
部
が
血
族
的
氏
族
團
膿
で
あ
っ
だ
と
云

ふ
史
料
は
一
つ
も
見
當
ら
な
い
。
叉
臨
き
に
示
し
π
假
構

的
叢
説
の
樂
浪
の
遺
民
や
百
濟
の
亡
民
を
六
部
に
配
麗
し

た
ご
云
ふ
話
も
、
六
部
が
純
然
た
る
氏
族
二
目
で
あ
る
ご

の
思
想
か
ら
構
成
さ
れ
難
く
、
叉
實
隠
金
官
記
洛
の
滅
後

そ
の
王
族
以
下
多
く
の
入
超
は
沙
梁
瀬
梁
部
な
ざ
に
囑
し

部
内
の
名
門
ビ
な
っ
て
居
る
。
（
後
文
滲
照
）

　
然
し
六
部
は
普
通
の
行
政
匠
劃
ε
は
異
り
、
其
の
間
に

奪
卑
の
序
が
設
け
ら
れ
法
興
王
代
に
當
色
の
服
を
着
用
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

る
こ
ご
が
規
定
さ
れ
た
。
而
し
て
新
羅
入
の
既
記
階
級
が

そ
の
所
属
の
部
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
こ
ご
か
ら
、
六
部

（62）



ビ
温
品
制
度
ε
の
交
渉
を
考
へ
た
く
な
る
。
六
部
奪
卑
の

色
服
が
帥
ち
百
官
高
下
の
色
服
で
あ
り
、
百
官
は
「
新
羅

用
人
論
骨
品
。
筍
非
定
盤
。
総
有
無
才
傑
功
。
不
能
鍮
越
。
」

（
膵
弓
頭
傳
）
ご
云
へ
る
如
く
骨
品
に
よ
っ
て
任
用
さ
れ
た
。

恩
師
今
西
博
士
が
「
新
羅
骨
品
考
」
の
中
で
「
余
は
六
頭

品
以
下
の
六
骨
品
を
以
て
六
部
に
開
係
あ
る
べ
し
ε
の
懸

念
を
断
つ
こ
ご
能
は
す
」
ε
暗
示
さ
れ
π
こ
ご
も
あ
り
薄

吾
人
ま
た
六
部
ご
骨
無
の
問
題
を
念
頭
に
懸
け
て
來
た

が
新
羅
の
贈
品
が
血
統
ビ
不
可
分
な
本
質
を
持
つ
限
り
、

爾
者
の
肉
離
は
決
し
余
ね
ざ
る
を
得
な
い
。
何
ご
な
れ
ば

後
に
詳
論
す
る
・
如
く
山
ハ
部
に
は
血
統
的
幽
思
義
が
甚
だ
稀
一
薄

で
あ
り
、
且
つ
職
官
志
外
位
の
條
の
「
六
徒
ノ
眞
骨
」
の
句

は
「
六
部
出
身
の
眞
骨
」
の
意
で
、
六
部
に
は
眞
骨
の
存
し

π
こ
ご
が
窺
知
さ
れ
、
又
寝
部
・
沙
梁
部
・
牟
工
部
・
漢
祇

部
な
ざ
に
所
幽
す
る
眞
尊
位
の
人
名
を
摘
出
し
得
る
か
ら

で
あ
る
Q
（
後
目
三
三
）

　
又
部
内
の
者
は
互
に
連
帯
責
任
を
有
し
て
居
た
機
で
あ

新
羅
の
娃
氏
に
就
い
て
　
（
三
廻
）

のり
、
或
は
各
部
父
・
母
・
子
・
女
の
關
係
に
置
か
れ
た
こ
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

ふ
俗
傳
が
高
麗
時
代
に
傳
は
つ
て
居
る
。

　
1
、
今
西
博
士
に
新
羅
本
紀
に
就
い
て
智
謹
廓
立
干
以
後
に
相
當
信
用
し

　
　
得
べ
し
蜜
云
に
れ
、
前
間
恭
作
氏
に
奈
勿
尼
師
今
以
後
の
王
代
に
信
ず

　
　
る
に
足
る
ビ
説
か
れ
六
〇
私
ば
新
羅
奥
為
便
宜
上
四
期
に
分
っ
て
居
ろ
。

　
　
即
ち
、
傳
説
古
地
高
恩
王
以
前
）
前
期
（
奈
三
王
」
信
徳
王
）
申
期
（
太

　
　
宗
王
！
黒
勤
王
）
　
後
期
（
宣
徳
王
以
後
）
で
、
薪
羅
に
奈
勿
王
以
後
お

　
　
ぼ
ろ
け
な
が
ら
歴
更
時
代
に
入
る
が
、
智
誼
・
法
興
以
後
に
あ
ら
ざ
れ

　
　
ば
正
確
を
期
し
得
な
い
0

　
2
、
三
際
更
臨
空
志
色
服
の
條
に
「
新
羅
国
初
。
衣
服
之
剃
、
不
可
考
色
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む

　
　
至
二
十
三
葉
法
二
王
Q
始
定
六
二
人
暮
色
。
卑
卑
之
潤
。
猫
是
夷
俗
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

　
　
書
あ
り
、
羅
紀
法
興
王
七
年
の
條
に
「
春
正
月
、
須
示
律
令
。
始
制
百

　
　
　
　
む
　
つ
　
む
　
む
　
む
　
つ

　
　
宮
人
服
朱
紫
之
秩
。
」
定
見
え
て
み
ろ
。
智
謹
・
法
興
二
王
代
に
支
那
の

　
　
制
度
が
幾
分
か
輸
入
し
始
め
索
暗
代
な
れ
ば
、
斯
る
服
色
の
制
の
如
き

　
　
が
此
の
頃
に
制
定
さ
れ
六
亡
云
ふ
の
も
三
三
ら
し
い
が
、
そ
の
服
色
に

　
　
点
唖
聾
の
山
ハ
部
が
基
準
亡
な
つ
敦
・
も
の
で
、
「
猫
県
州
夷
俗
…
」
ぜ
詳
さ
る
べ
毫

　
　
で
あ
っ
象
。
然
う
に
色
服
志
に
叉
「
法
興
王
制
。
肖
太
大
角
干
至
大
阿

　
　
准
、
紫
衣
。
阿
喰
至
級
凄
、
緋
衣
。
並
牙
笏
。
大
奈
廓
青
衣
。
大
會
至
先

　
　
淑
知
、
黄
衣
Q
」
書
記
し
て
み
ろ
が
、
太
大
角
干
に
丈
潮
煮
八
年
の
欄
定

　
　
大
角
干
ば
太
宗
王
七
年
の
制
定
（
羅
紀
・
職
官
志
・
金
管
賃
列
傳
）
な
れ
ば

　
　
法
興
王
代
に
太
大
角
干
大
角
干
が
あ
る
筈
が
な
い
。
こ
の
記
事
に
恐
ら

　
　
く
羅
紀
に
「
始
制
百
官
人
服
云
々
」
ハ
前
回
）
の
文
に
よ
っ
て
附
舶
さ
れ
凱
μ

　
　
も
の
で
、
百
官
人
服
が
六
都
の
鴇
色
為
意
味
す
る
こ
ミ
を
解
し
得
な
か

　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
四
號
　
　
五
六
五
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新
羅
の
姓
氏
に
就
い
て
　
（
三
品
）

　
　
つ
六
爲
の
誤
謬
で
あ
る
。

　
3
、
三
國
諸
　
事
（
巻
二
）
「
孝
昭
王
代
、
竹
旨
都
」
の
際
に
（
こ
の
話
ば
眞
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
王
代
の
話
ら
し
い
が
い
薩
遊
星
梁
盆
宣
阿
干
が
不
法
行
爲
な
な
し
六
爲

　
　
父
子
共
に
罰
ゼ
ら
れ
㍉
且
つ
牟
梁
糊
置
の
人
蓮
に
も
及
び
、
「
勅
牟
梁

　
．
里
人
從
官
財
。
並
三
二
造
。
更
不
断
公
暑
。
不
二
黒
衣
。
若
爲
儘
者
。

　
　
不
合
入
鐘
鼓
寺
中
。
旧
史
上
価
珍
子
孫
◎
爲
秤
三
戸
孫
。
標
異
之
。
暗
圃

　
　
測
師
贔
無
策
高
徳
。
以
牟
梁
黒
人
敏
。
不
二
郎
職
」
定
傳
へ
て
居
る
。

　
　
こ
れ
に
六
ま
一
残
さ
れ
六
挿
謡
で
、
潤
色
さ
れ
糞
黙
も
あ
る
で
あ
ら

　
　
う
が
、
部
人
が
漣
帯
的
資
任
存
有
し
六
風
習
の
一
端
た
示
し
糞
も
の
定

　
∴
胃
へ
や
・
り
0

　
4
三
國
唐
事
に
選
蓮
當
隠
の
俗
傳
な
載
ぜ
「
今
脳
中
興
部
爲
母
。
長
颪
部

　
　
爲
父
。
鵬
川
都
逆
子
。
加
徳
部
爲
女
。
其
實
未
詳
し
定
あ
り
、
選
者
の

　
、
鵡
爵
の
如
く
そ
の
説
忌
味
は
不
計
円
解
…
で
あ
ろ
ゆ
り
れ
こ
も
、
或
に
山
ハ
叡
叩
の
尊
卑

　
　
の
日
建
關
係
あ
る
も
の
か
。
叉
1
1
原
始
時
代
の
豪
族
結
婚
の
物
語
か
。

　．

ﾈ
上
六
部
に
就
い
て
大
禮
の
考
察
を
了
へ
た
る
を
以

て
、
再
び
最
初
の
出
登
瓢
に
か
へ
う
、
六
部
ご
姓
氏
の
問

題
に
移
る
。
さ
て
六
部
に
姓
氏
を
賜
つ
だ
ε
の
傳
説
は
上

述
の
如
き
六
部
の
本
質
か
ら
す
れ
ば
甚
だ
不
住
然
な
戚
じ

を
禁
じ
得
な
い
。
こ
、
に
實
際
か
、
る
傳
説
を
裏
書
き
す

る
様
な
事
實
、
郎
ち
各
人
が
所
屡
の
部
に
癒
じ
て
李
∴
崔

な
ご
の
各
姓
を
名
乗
っ
て
居
た
か
否
か
や
問
題
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
　
第
悶
凹
號
　
　
　
五
六
山
ハ

　
先
づ
傳
説
に
よ
れ
ば
沙
梁
部
が
盗
掘
で
あ
っ
た
ピ
云
ふ

が
、
虹
梁
所
厩
の
人
名
を
調
査
す
れ
ば
次
の
如
し
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ヘ

　
イ
、
翼
興
王
の
昌
寧
碑
に
、
「
沙
壕
武
力
智
運
勢
」
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　

　
　
が
見
え
、
（
壕
は
梁
ご
通
用
さ
れ
、
武
力
は
武
刀
の
談

　
　
　
　
　
　
り

　
　
寓
で
あ
る
）
こ
の
武
器
は
金
官
加
羅
王
族
で
羅
紀
法

　
　
墨
型
十
九
年
の
條
に
「
金
壷
國
主
金
仇
亥
。
與
妃
及
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
三
子
長
日
奴
宗
・
仲
日
武
徳
・
日
日
武
力
。
以
國
幣

　
　
欝
欝
來
降
。
王
禮
無
燈
。
、
授
位
上
等
。
以
本
國
爲
食

　
　
邑
。
子
武
力
仕
至
遺
墨
。
」
ε
あ
虹
、
眞
興
王
十
四
年

　
　
及
十
五
年
の
條
に
阿
喰
武
力
、
新
訂
軍
艦
金
武
力
な

　
　
ざ
見
え
て
み
る
人
で
あ
る
。
さ
て
武
刀
は
新
羅
の
將

　
　
軍
こ
し
て
武
功
を
顯
は
し
、
且
つ
か
の
金
工
信
の
租

　
　
父
ε
し
て
角
干
位
に
ま
で
昇
上
し
恥
骨
位
の
家
柄
こ

　
　
な
り
、
金
位
（
追
認
）
を
表
榜
し
て
居
る
が
、
然
か
も
沙

　
　
梁
の
部
名
を
冠
し
て
居
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
　
因
に
云
ふ
。
北
漢
碑
に
尺
干
内
夫
知
定
あ
る
に
毒
言
の
長
兄
で
羅
紀

　
　
　
　
む
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
の
奴
宗
、
列
傳
（
居
染
出
傳
）
に
筆
録
薫
習
喰
將
軍
、
三
國
遺
察
に
世
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宗
定
あ
り
、
恐
ら
く
ご
の
一
族
に
す
べ
て
沙
二
部
に
興
し
糞
も
の
で

　
あ
ら
う
。

ロ
》
劔
令
胤
。
沸
鞍
置
。
級
喰
盤
屈
之
子
。
租
欽
悲
鍼
漁

　
ム
　
ム．

角
干
。
署
長
王
時
飾
花
郎
。
二
上
（
列
傳
）

右
の
金
令
群
言
は
聖
徳
王
代
の
學
者
金
大
問
の
花
郎

臼
世
記
に
よ
っ
て
綴
っ
た
も
の
ら
る
い
が
、
こ
れ
も
沙

羅
部
の
人
で
娼
婦
を
狂
し
眞
転
位
の
家
柄
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　

沁
、
日
本
書
紀
に
直
証
部
沙
喰
金
多
途
、
（
孝
徳
紀
）
沙

　
　
　
　
　

悪
難
喰
金
束
嚴
（
天
智
紀
）
の
名
が
見
え
る
。

二
、
，
沙
善
部
出
身
の
崔
姓
ご
し
て
知
ら
れ
る
唯
一
の
例

　
は
羅
末
の
學
者
…
崔
致
遠
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
崔
平
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥

　
る
が
故
に
沙
滋
藤
の
人
ご
推
定
し
た
の
で
あ
ら
う
。

　
右
の
外
「
沙
啄
部
」
を
冠
す
る
入
名
は
眞
覇
王
の
三
碑

に
二
＋
名
以
上
を
計
上
す
る
こ
ε
が
出
替
、
我
が
推

古
紀
に
葉
裏
部
面
末
竹
世
士
、
沙
曝
部
奈
末
北
三
智

　
三
國
史
記
列
車
に
「
貴
山
沙
薗
部
人
」
（
翼
亭
王
代
）
。
「
強

　
首
、
中
原
京
沙
梁
人
文
」
（
建
武
王
代
）
。
「
縢
徒
業
野
人
」

　
　
遍
羅
の
黒
氏
に
就
い
て
　
（
三
品
）

　
　
（
同
）
。
「
訥
催
沙
食
人
也
」
（
眞
李
王
代
）
。
「
匹
夫
、
沙
梁

　
　
人
執
太
宗
王
代
）
○
な
ざ
の
名
が
見
え
る
が
何
れ
も
無
姓

　
　
で
あ
る
か
ら
該
問
題
の
史
料
ご
は
な
り
か
ね
る
。

　
右
の
調
査
に
よ
り
沙
羅
部
と
塾
主
こ
の
關
係
を
肯
定
す

る
こ
ε
は
不
可
能
と
な
る
Q
寧
ろ
反
醤
K
武
刀
の
一
族
が

金
糸
を
名
乗
つ
た
頃
（
後
節
謬
照
）
或
は
我
大
化
時
代
に
當
る

交
武
王
時
代
、
否
も
つ
ご
後
れ
て
三
郎
世
記
の
撰
述
さ
れ

た
聖
徳
王
代
に
も
沙
梁
部
所
薦
の
も
の
が
金
氏
ご
さ
れ
て

る
塗
す
費
新
羅
の
中
毒
秀
沙
梁
部
産
姓
働

ご
を
結
び
付
け
る
傳
説
は
成
立
し
て
居
な
か
っ
た
ビ
云
は

ね
ば
な
ら
な
い
。
唯
一
の
沙
建
部
ご
樹
葉
ビ
の
關
係
を
語

ら
ん
ε
し
π
崔
致
遠
傳
は
高
麗
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
且

つ
前
述
（
註
記
）
の
如
き
根
糠
な
き
推
定
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
マ
　
　
　
o

　
次
に
富
盛
に
就
い
て
見
る
に
、
昌
寧
碑
に
□
大
等
壕
居
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
重
一
尺
干
、
塩
草
嶺
碑
に
同
人
を
大
等
豫
皇
居
染
夫
□

□
□
ご
見
え
、
三
國
史
記
の
巻
染
夫
傳
に
、
「
墨
染
夫
繊
鴇
姓

　金
氏
。
奈
勿
王
業
世
孫
」
ご
あ
る
Q
列
傳
に
居
染
夫
を
姓
金

　
　
　
　
　
　
第
十
・
五
巻
　
第
四
號
　
　
　
五
山
ぐ
七



　
　
　
薪
羅
の
姓
氏
に
「
就
い
て
　
Ω
二
贔
）

ご
あ
る
は
王
族
の
故
を
以
て
後
代
に
追
記
さ
れ
た
も
の
で

あ
ら
う
が
、
後
に
金
氏
を
濡
す
る
王
族
が
学
部
に
島
し
て

居
た
ど
す
れ
ば
豫
（
梁
）
部
ε
李
姓
の
關
係
も
否
定
せ
ざ
る

を
得
な
い
。
な
ほ
逸
興
王
の
三
論
に
は
吉
野
を
繕
す
る
も

の
こ
十
三
名
以
上
あ
り
、
勿
論
無
姓
で
家
系
も
不
明
だ
が

　
　
　
　
　
む
　
　

壕
□
七
声
智
連
干
（
晶
鱗
碑
）
壕
部
落
多
知
大
阿
干
（
錨
草
嶺
碑
）

な
ざ
は
漣
干
・
大
阿
干
の
官
位
か
ら
す
れ
ば
眞
贈
位
の
家

柄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
鯨
骨
は
朴
・
昔
・
金
の

三
面
を
出
で
す
、
常
時
の
眞
骨
な
ら
ば
恐
ら
く
増
戸
系
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
ら
う
。
次
に
我
が
推
古
紀
に
「
任
那
入
壕
部
大
舎
首
智

買
」
嬉
言
寿
名
が
見
え
、
誰
時
要
害
は
滅
亡
し
て
居
る
を

以
て
こ
れ
は
任
那
系
の
新
羅
人
で
嚥
部
所
薦
の
も
の
で
あ

る
。
右
の
如
く
景
雲
部
に
し
て
も
梁
部
に
し
て
も
外
來
系

の
氏
族
が
属
し
て
居
）
、
仇
亥
一
族
の
如
き
は
金
氏
を
乱

し
な
が
ら
新
羅
王
族
ε
別
な
系
譜
ご
説
明
傳
説
を
表
榜
し

て
居
る
の
で
あ
ヶ
て
、
六
部
が
氏
族
的
團
腱
で
も
な
く
、

部
名
を
各
自
が
名
乗
つ
た
の
も
姓
氏
的
な
意
昧
で
な
い
こ

　
　
　
　
　
　
第
十
五
怒
　
　
第
四
號
　
　
　
｝
桜
山
ハ
八

ε
を
涛
取
さ
れ
や
う
Q

　
さ
て
眞
興
王
の
三
碑
に
署
名
さ
れ
た
入
名
数
は
約
王
十

名
に
及
ぶ
が
、
そ
の
総
て
は
沙
豫
・
豫
の
二
部
に
限
ら
れ
て

居
る
。
日
本
書
紀
に
見
え
る
部
名
を
冠
す
る
人
名
中
五
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
こ
の
こ
部
に
屡
し
、
唯
｝
人
推
古
紀
に
「
三
部
大
會
親

智
周
」
（
任
那
系
）
の
名
が
見
え
る
に
…
過
ぎ
な
い
。
（
習
部
は
習

比
部
の
こ
ε
で
あ
ら
う
。
）
斯
か
る
事
情
の
説
明
ご
し
て
次

の
如
き
推
論
が
可
能
で
は
な
か
ら
う
か
。
邸
ち
沙
梁
・
梁

二
部
は
六
部
の
内
で
も
最
も
有
力
な
部
で
、
統
一
後
の
行

政
礎
劃
に
点
て
も
こ
の
二
部
が
首
位
を
占
め
て
居
り
、
王

族
は
じ
め
犠
牲
の
家
柄
が
多
く
辞
し
て
居
る
。
寝
顔
王
の

巡
境
に
警
備
し
た
人
達
や
、
我
が
國
に
使
臣
こ
し
て
來
朝

し
た
人
達
は
相
當
な
官
位
に
あ
る
人
で
あ
る
こ
ε
、
及
び

六
部
の
奪
卑
の
序
を
考
へ
合
は
す
ε
官
吏
は
壁
ご
し
て
こ

の
二
部
所
厩
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
而
し
て
、
か
》

る
事
情
が
こ
の
二
部
所
属
の
人
名
が
多
く
政
治
史
上
に
現

は
れ
て
曇
る
所
以
で
あ
ら
う
。
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我
が
丈
徳
紀
に
「
新
羅
人
沙
良
眞
熊
丈
」
の
人
名
が
見
え
、
沙
良
に
沙
梁

　
で
あ
ら
う
が
、
こ
の
時
代
に
部
名
な
冠
す
る
こ
ミ
に
腰
止
ざ
れ
て
居
ろ
の

　
で
あ
っ
て
、
六
貸
古
い
暗
代
の
名
響
あ
る
稻
號
が
無
姓
の
庶
民
の
問
に
残

　
骸
｝
た
止
め
て
居
ろ
・
も
の
ミ
云
へ
や
う
。

　
霜
曇
・
梁
二
部
に
謝
し
て
漢
祇
部
・
本
彼
部
の
人
名
は
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蜀

抵
庶
民
に
即
す
る
記
事
に
現
は
れ
て
來
る
の
で
あ
る
。
た

や
一
つ
漢
岐
部
が
國
家
ε
關
係
あ
る
記
事
は
血
痂
尼
師
今

の
王
妃
金
面
愛
禮
乗
入
は
漢
岐
部
摩
帝
樋
管
の
女
で
あ
る

ビ
の
傳
で
、
、
こ
の
話
は
墨
堤
即
ち
角
干
の
説
明
傳
説
ビ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

つ
て
居
る
。
（
三
國
遺
事
に
は
黒
豆
を
載
せ
て
み
る
。
）
勿
論

こ
の
時
代
の
記
事
は
史
實
ご
見
る
こ
ご
は
出
忍
な
い
が
、

或
は
淋
話
時
代
に
漢
岐
部
が
優
位
に
あ
っ
た
こ
ご
を
示
す

名
残
り
か
。
然
し
こ
の
王
妃
を
「
金
姓
」
ご
す
る
が
如
愚
は

全
く
取
る
に
足
ら
な
い
玉
穂
で
あ
る
。

　
傳
説
時
代
は
兎
に
角
粗
薦
時
代
（
奈
勿
王
以
後
）
に
入

っ
て
王
妃
に
謁
す
る
記
事
で
注
意
す
べ
き
は
牟
梁
部
で
あ

る
っ
奈
勿
王
以
後
宣
徳
王
に
至
る
金
野
時
代
二
十
一
代
間

に
朴
氏
系
よ
り
王
妃
を
翻
し
た
の
は
智
謹
・
法
興
・
翼
興
の

　
　
　
薪
羅
の
姓
氏
に
就
い
て
　
（
三
筆
）

三
王
で
、
そ
の
内
智
謹
王
妃
・
眞
興
王
妃
は
何
れ
も
牟
梁
部

　
　
　
　
の

出
身
で
あ
り
、
他
の
十
目
王
妃
は
金
氏
で
所
属
の
部
は
全

く
不
明
で
あ
る
Q
こ
の
朴
氏
の
妃
に
限
っ
て
出
身
の
部
を

明
記
し
（
法
興
王
の
み
不
明
）
然
か
も
そ
れ
は
藩
儒
部
に
限

っ
て
居
る
。
勿
論
断
定
的
に
は
言
へ
な
い
が
沙
梁
・
梁
二
部

が
前
述
の
如
く
金
姓
ご
關
係
が
深
か
つ
だ
如
く
、
牟
梁
部

は
朴
氏
ご
關
係
あ
り
し
も
の
に
非
ら
ざ
る
か
。
三
國
遺
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

牟
梁
部
の
項
に
「
今
夕
長
副
部
、
朴
谷
村
等
西
村
薦
焉
」
ξ

　
　
　

あ
る
朴
谷
が
何
ん
だ
か
意
昧
あ
り
げ
に
思
は
れ
る
Q
又
高

句
麗
の
五
部
に
就
い
て
「
本
塁
奴
部
爲
王
、
稽
微
弱
・
今
桂
婁

部
代
之
。
…
…
…
絶
奴
部
世
與
王
婚
。
」
（
蜂
閥
）
ご
あ
る
の
に

比
較
す
る
に
、
沙
梁
・
梁
二
部
は
漏
血
肥
諸
等
部
に
當
）

牟
三
部
は
絶
奴
部
に
該
醸
す
る
が
如
き
事
情
が
存
し
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
（
勿
論
奈
勿
王
以
前
の
家
系
は
全
ズ
假

構
さ
れ
た
も
の
な
れ
ば
問
題
で
は
な
い
Q
）
右
の
外
牟
下
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

所
属
の
浮
名
を
調
査
す
る
に
、
た
や
周
孝
孫
順
（
興
徳
王
代
）

ご
云
ふ
名
が
見
え
て
・
牟
零
点
ご
孫
姓
ご
を
結
び
付
け
る
傳

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
　
第
四
【
粗
描
　
　
五
轟
ハ
九

（67）



薪
羅
の
姓
乗
に
就
い
て
　
（
三
品
）

説
ご
“
致
す
る
。
（
或
は
孫
姓
な
る
故
に
牟
梁
部
ご
推
定
し

た
撰
者
の
私
見
か
も
知
れ
な
い
。
）

ご
六
部
の
内
習
客
部
の
名
の
見
え
る
は
甚
だ
稀
で
、
人
名

に
冠
t
淀
例
こ
し
て
推
古
紀
の
警
部
大
黒
親
智
周
（
任
那
系
）

が
あ
り
、
三
國
史
記
祭
飛
志
に
「
母
野
縮
比
」
「
警
比
門
」
ご

あ
る
の
が
こ
の
部
名
の
文
獄
に
現
れ
た
総
て
“
あ
っ
て
、

こ
の
部
に
就
い
て
は
考
察
の
術
も
な
い
Q

、
以
上
六
部
と
部
人
の
姓
ご
を
調
査
し
了
へ
た
が
、
其
の

結
果
は
少
く
ご
も
新
羅
中
期
頃
ま
で
に
は
六
部
の
姓
に
關

す
る
傳
説
を
支
持
す
る
事
實
は
全
く
見
舞
し
得
な
い
の
で

あ
る
。
叉
人
名
に
部
名
を
冠
し
だ
こ
ご
獄
恰
も
支
那
の
姓

氏
に
類
似
し
て
居
り
、
金
・
朴
な
ざ
の
姓
が
登
生
す
る
軍

共
に
こ
の
部
名
を
冠
す
る
こ
ご
は
磨
止
さ
れ
て
行
っ
た
。

推
右
紀
の
人
名
は
無
姓
に
し
て
部
名
を
有
し
、
大
化
前
後

　
　
O
O
O
　
　
　
△
　
　
　
　
　
Q
O
　
　
　
　
△

に
は
沙
曝
部
沙
喰
金
漆
途
・
沙
三
級
喰
金
口
巌
と
云
っ
た

風
に
部
名
・
姓
氏
共
に
用
ひ
、
そ
れ
以
後
は
部
名
を
冠
す

る
入
名
は
全
く
見
當
ら
な
く
な
る
の
で
あ
つ
で
、
沙
壕
部

第
十
・
五
巻
　
第
四
號
　
　
　
五
七
〇

沙
礎
金
型
途
の
如
き
署
名
法
は
過
渡
時
代
の
形
式
を
示
す

も
の
で
あ
る
Q
か
、
る
形
式
か
ら
す
れ
ば
部
名
は
姓
氏
の

前
身
の
如
く
考
へ
ら
れ
る
け
れ
ざ
も
、
そ
の
本
質
に
至
っ

て
は
姓
氏
の
如
き
血
縁
的
な
も
の
で
は
な
く
、
肚
會
的
地

位
ご
關
係
深
い
所
属
の
部
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
附
”
記
　
　
一
価
部
に
部
の
吟
†
を
附
諦
9
る
こ
定
に
、
｝
日
濟
の
「
部
」
の
…
構
か
†
例
に
脅

　
　
つ
六
も
の
で
あ
ら
う
。
昌
鰺
碑
及
び
北
漢
碑
に
は
沙
殴
武
刀
知
返
干
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
云
ふ
風
に
「
部
」
字
潜
附
ゼ
す
、
軸
貰
草
嶺
碑
に
は
大
三
重
部
旧
染
夫
ミ
部

　
　
な
附
し
、
日
本
書
紀
に
も
こ
の
雨
様
が
見
え
、
「
部
」
字
に
必
ず
し
も
附
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
す
る
必
要
に
な
か
っ
た
ら
し
い
。
元
亨
六
部
に
六
戸
評
ぜ
見
え
、
梁
・

　
　
沙
梁
・
三
三
の
梁
錘
が
部
の
意
義
為
有
し
、
百
濟
の
櫓
魯
ミ
同
語
な
れ

　
　
ば
「
部
」
頑
な
附
す
る
，
必
要
な
く
、
高
麗
吏
地
理
志
に
に
「
部
」
字
を
附
し

　
　
て
居
な
い
。
こ
れ
ぜ
同
様
に
本
彼
・
習
固
め
彼
・
比
に
部
落
の
意
の
火
・

　
　
三
唱
臨
に
…
冨
て
る
可
き
か
。

　
註
1
、
薪
羅
人
名
に
に
刀
の
語
尾
な
有
す
う
も
の
多
く
、
又
三
國
遺
審
に

　
　
ば
仇
亥
の
誉
子
為
世
宗
角
干
・
茂
刀
角
干
・
転
得
角
ミ
作
っ
て
居
る
Q

・
、
三
壁
襲
致
蓮
笹
三
提
警
、
字
孤
雲
、
餐
王
轟
響

　
　
人
也
。
轟
鑑
。
不
三
葉
。
し
募
り
、
三
國
馨
ず
ハ
部
の

　
　
始
三
二
簿
「
四
・
、
三
三
村
舞
蓬
装
書
智
麓

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
セ
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
つ
　
　
ハ
ワ
　
む
　
む
　
む
　
　
り
　
む

　
　
初
回
干
花
山
。
邊
爲
本
三
都
握
氏
胤
。
．
…
…
…
致
遠
乃
本
彼
蔀
人
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
今
二
塁
寺
南
評
注
寿
南
有
古
城
立
Q
楚
崔
侯
古
宅
。
殆
明
夷
」
ぜ
て
如

〈68）



　
何
に
も
確
か
ら
し
く
塾
し
て
居
ろ
〇
三
國
史
記
亡
三
幅
盛
事
に
六
部
の

　
挫
氏
の
配
當
た
異
に
し
て
居
る
が
、
要
す
る
に
程
致
遠
の
所
脇
の
部
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
隔
す
る
雨
戸
の
矛
盾
に
根
本
的
な
も
の
で
な
く
、
崔
姓
な
る
が
故
に
或

　
に
沙
梁
部
書
云
び
或
匡
本
彼
部
定
推
定
し
た
に
過
ぎ
な
い
0

3
、
伐
休
尼
師
今
〇
十
年
三
月
Q
漢
蔵
部
女
隔
産
四
男
…
女
（
新
羅
本
紀
）

　
　
沽
解
弓
師
今
〇
五
年
。
漢
紙
部
人
夫
道
者
。
家
貧
無
詔
Q
工
書
箕
。

　
著
名
於
時
。
王
徴
之
爲
阿
喰
（
同
）

　
　
孝
姦
悪
。
震
壁
書
軽
輩
。
云
・
（
三
國
史
記
列
傳
三
國
農
事
巻
五
）

　
　
景
徳
王
代
。
三
吟
子
女
希
明
之
児
。
云
々
Ω
二
國
．
慧
事
総
三
）

　
　
漢
岐
部
一
山
級
干
◎
一
作
成
山
二
二
嫁
云
々
Q
（
同
）

　
　
匠
人
本
彼
懇
意
古
乃
宋
。
（
同
）

4
、
羅
紀
紙
摩
尼
三
菱
即
位
の
條
。
但
し
三
國
遺
事
王
歴
第
に
に
「
妃
隣

　
帝
國
王
之
女
。
國
禮
夫
人
〇
　
一
作
愛
禮
。
金
氏
。
」
定
記
し
羅
紀
亡
一
致

　
し
な
い
0

5
、
三
國
遺
事
巷
】
に
よ
れ
ば
智
哲
買
玉
（
智
謹
王
）
の
妃
に
牟
梁
部
相
公

　
の
女
に
し
て
、
暴
富
に
に
「
醇
朴
氏
延
帝
夫
人
Q
登
欣
伊
浪
冷
し
亡
あ

　
る
。

　
脚
六
「
國
三
廻
建
瀕
三
十
一
年
…
…
…
眞
興
王
妃
比
丘
尼
卒
Q
按
眞
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
筆
法
興
之
姪
子
Q
意
思
刀
夫
人
朴
氏
Q
七
二
里
英
央
角
干
瓢
女
O
」
（
三

　
國
諸
事
）

6
、
瞳
典
牟
梁
釜
宣
阿
干
（
眞
亭
王
代
×
三
國
慧
事
巻
二
）

　
囲
測
法
師
…
…
…
牟
彙
里
人
（
同
）

　
　
牟
梁
鼻
灘
萎
薩
雲
轟
釜
代
）
（
同
巷
五
）

　
　
　
新
羅
の
姓
氏
に
就
い
て
　
（
三
品
）

　　

@
欝
三
重
作
牟
言
違
・
（
興
墾
代
）
（
同
）

　
六
部
ご
李
以
・
下
の
六
姓
こ
の
關
係
が
上
述
の
如
く
で
あ

っ
た
こ
す
れ
ば
、
六
部
に
姓
を
賜
ふ
ご
云
ふ
傳
説
は
何
時

頃
成
立
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
推
論
は
根
篠
薄
溺

な
見
解
に
絡
る
の
外
は
な
い
で
あ
ら
う
が
、
次
の
如
き
想

定
を
許
容
し
て
戴
き
尊
い
。
李
罎
な
ご
の
六
姓
は
何
れ
も
．

支
那
の
名
族
貴
門
の
姓
で
、
新
羅
人
が
こ
れ
を
借
用
し
た

こ
ご
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
斯
か
る
姓
氏
に
關
す
る
説
話

は
歴
史
家
の
露
な
る
興
味
か
ら
勝
手
に
机
上
で
創
作
さ
れ

．
⇔
も
の
で
は
な
く
、
傳
説
成
立
の
裏
面
に
は
こ
．
れ
を
促
す

証
會
的
事
情
の
存
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
而
し
て
金
・
朴

氏
に
封
し
て
李
崔
な
ざ
の
諸
氏
が
政
治
史
上
に
罐
頭
し
て

謙
る
時
、
そ
の
由
來
の
説
明
を
國
家
の
歴
史
ご
結
合
せ
し

め
る
必
要
が
生
れ
る
。
さ
れ
ば
李
崔
な
ざ
の
新
興
諸
氏
の

勢
力
が
勃
興
す
る
時
代
が
や
が
て
傳
説
成
立
の
時
代
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
丈
獄
に
散
見
す
る
金
・
朴
・
昔
以
外
の
有
事
旧
名
は

　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
四
號
　
　
玉
七
一

（69）



　
　
　
　
薪
羅
の
此
段
に
就
い
て
　
（
金
品
）

三
十
を
歎
ふ
る
に
愚
ぎ
な
い
ほ
ご
僅
少
で
あ
る
が
、
な
ほ

時
代
の
大
勢
を
推
考
す
る
に
難
く
な
い
。
邸
ち
姓
氏
獲
生

の
初
期
（
新
羅
中
期
の
初
頃
）
に
重
藤
が
先
づ
現
は
れ
て
來

る
。
然
し
當
時
は
同
氏
全
盛
の
時
代
な
れ
ば
他
氏
の
も
の

は
地
位
を
得
る
に
難
く
、
酵
濁
頭
が
「
，
錐
鴻
鵠
傑
功
Q
不
能

鍮
越
。
」
ご
嘆
じ
身
を
海
外
に
寄
せ
だ
こ
ご
は
最
も
よ
く
時

代
相
を
物
語
っ
て
居
る
。
然
る
に
後
期
に
入
れ
ば
新
羅
王

朝
は
次
第
に
解
禮
に
近
付
き
、
王
位
綴
承
の
爾
織
は
繰
り

返
へ
さ
れ
、
護
送
に
毒
中
つ
た
朴
氏
亦
振
は
す
、
李
・
斐
。
張

な
ご
の
諸
氏
の
勢
力
が
歴
奥
の
表
面
に
現
は
れ
て
据
る
時

代
で
あ
る
。
反
胤
の
際
に
も
こ
れ
等
の
諸
氏
が
活
躍
し
て

居
り
、
或
は
崔
有
徳
の
如
く
華
氏
に
し
て
角
干
位
に
登
る

者
あ
り
、
又
敬
順
王
ご
共
に
高
麗
太
麗
に
降
っ
た
新
羅
遺

臣
中
名
を
な
し
た
者
は
金
融
よ
り
寧
ろ
李
。
崔
氏
が
多
い

こ
ご
な
ざ
は
（
高
麗
史
世
家
、
列
傅
）
こ
の
新
興
諸
氏
の
勢
力
を
物
語

っ
て
居
る
。
か
の
頸
萱
は
李
碑
家
記
に
よ
れ
ば
日
興
大
王

の
遠
駆
こ
な
っ
て
居
る
が
、
し
か
も
本
姓
李
氏
ご
傳
へ
ら

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
錦
囚
號
　
　
五
七
二

　
　
　
の

れ
て
居
る
。
語
典
王
の
後
こ
な
す
は
虚
繕
で
あ
る
ご
す
る

も
か
～
る
家
系
を
作
り
な
が
ら
「
金
」
姓
を
総
さ
な
か
っ
た

の
は
。
當
時
職
漁
そ
の
も
の
が
カ
も
な
く
魅
力
も
な
か
っ

た
こ
ご
を
示
す
も
の
で
あ
ら
う
。
又
三
國
史
記
に
よ
れ
ば

高
麗
太
租
の
妃
紳
成
王
后
は
敬
順
王
（
金
轡
）
の
姪
ご
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

て
居
る
が
、
慶
事
の
李
氏
ご
す
る
説
が
事
實
ら
し
い
。
實

際
高
麗
朝
に
於
け
る
李
氏
の
勢
力
は
金
器
以
上
で
あ
る
。

　
右
の
如
く
新
羅
後
期
か
ら
高
麗
に
か
け
て
李
崔
な
ご
の

諸
氏
の
綾
頭
を
考
ふ
る
時
、
李
羅
を
筆
頭
ご
す
る
六
部
姓

氏
傳
説
の
成
立
を
此
の
邊
に
持
っ
て
來
た
く
な
る
。
然
し

こ
の
六
姓
の
傳
説
は
耽
劇
的
に
は
磨
り
有
力
で
は
な
か
っ

た
ら
し
く
、
李
氏
の
由
來
を
唐
天
子
よ
り
賜
っ
た
こ
傳
へ
た

のり
、
叉
三
國
史
記
ご
三
國
遺
事
ご
が
六
部
ご
六
姓
ε
の
配

當
を
異
に
し
て
居
る
が
如
き
不
完
全
さ
を
示
し
て
居
る
。

註
1
、
三
園
奥
記
・
三
國
潰
事
に
見
え
ろ
金
。
朴
・
昔
以
外
の
有
戸
人
名
為

　
　
列
記
す
れ
げ
h
左
の
晶
州
し
Q
　
（
金
石
丈
及
び
我
ゐ
ハ
國
史
に
し
μ
全
く
見
え
な

　
’
）
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
。

　
膵
附
頭
（
太
宗
王
代
）
　
沙
准
葎
鳥
儲
（
丈
武
王
代
）
　
霜
葉
（
聯
丈
王
代

（　ei　e）



　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
の
學
潜
）
　
孫
文
（
紳
丈
王
）
　
大
阿
黒
表
賦
（
聖
徳
王
代
、
官
上
大
等
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
至
る
）
。
　
大
酔
購
李
純
（
景
徳
王
代
）
　
張
弓
編
（
榊
覇
王
な
助
け
て
王

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

　
位
に
即
か
し
む
）
崔
雄
（
憲
徳
王
代
）
搬
利
貞
（
同
上
）
蓑
宣
伯
’
僖

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　

　
漿
王
葎
擁
立
す
）
　
悶
長
・
張
弊
・
鄭
年
・
張
建
榮
。
李
順
行
（
張
弓
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　

　
の
｝
派
）
　
臨
登
（
拳
氏
・
後
百
男
主
）
　
李
朝
式
。
議
論
・
二
等
・
崔
彦

　
　
　
　

　
彌
。
握
承
覇
権
ハ
新
羅
系
の
高
麗
太
履
の
配
下
）

　
　
〔
以
上
三
國
更
翻
、
償
し
高
麗
王
族
及
び
そ
の
配
下
た
略
す
〕

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
圓
光
法
師
俗
姪
酵
（
眞
亭
王
代
）
　
聖
師
元
曉
・
俗
姓
薩
氏
（
同
）
　
大
穂

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
へ

　
憬
興
鳴
水
氏
熊
川
州
人
影
（
榊
丈
王
）
　
手
写
表
完
山
州
萬
頃
縣
人
姓
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
ム

　
氏
（
聖
徳
王
代
）
　
新
羅
大
夫
角
干
据
有
徳
（
羅
末
・
高
麗
初
期
の
功
臣
、

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
明
君
援
の
瓢
）
　
崔
段
誠
ハ
「
段
誠
階
敬
順
王
入
本
朝
（
高
麗
）
爲
大
姓
」
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
あ
り
、
こ
の
一
族
ば
高
鹿
二
代
に
絹
當
繁
摩
し
て
居
ろ
）
　
握
弼
（
後
百

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
濟
嘉
麗
の
功
臣
）
　
鄭
恭
（
二
二
王
代
）
　
孫
順
（
興
徳
王
代
）

　
　
〔
以
上
三
國
旧
事
〕

2
、
李
碑
家
認
（
或
に
玉
響
家
記
に
作
ろ
）
（
三
國
慧
導
所
引
）
に
よ
れ
ば

　
眞
興
大
王
－
二
輪
公
一
波
珍
干
警
品
・
－
角
干
酌
珍
一
角
干
元

　
善
ハ
阿
慈
介
）
一
臨
萱

　
定
あ
ろ
Q
右
の
概
疏
為
眞
興
王
五
代
の
孫
ぜ
す
る
系
岡
に
、
代
数
ミ
年

　
数
が
全
く
不
合
理
で
あ
り
、
い
つ
れ
虚
構
さ
れ
六
も
の
で
あ
ら
う
。
恐

　
ら
く
瓶
萱
が
兵
な
あ
げ
崇
哀
王
朴
氏
な
襲
ふ
頃
自
ら
の
家
系
為
飯
氏
に

　
關
係
づ
け
ろ
必
要
が
め
つ
穴
の
で
ば
あ
る
ま
い
か
0

3
、
金
寛
毅
の
「
王
代
宗
漉
し
（
三
國
逡
事
墨
引
）
に
に
「
顕
正
王
后
李
氏
。

　
　
　
　
　
　
む

　
本
盗
州
大
尉
李
正
嘗
爲
侠
州
守
噂
。
太
麗
王
幸
既
州
。
納
爲
妃
。
故
或

蔚
縫
の
姓
氏
に
就
い
て
　
（
三
品
）

　
去
侠
軍
需
云
々
」
ミ
あ
り
、
（
顯
宗
以
後
避
寒
の
王
位
に
こ
の
融
成
王
后

　
の
系
統
に
限
ら
れ
て
居
る
）
　
任
景
磁
・
閥
漬
〔
高
麗
中
葉
の
史
家
）
な
ご

　
も
李
氏
競
為
主
張
し
て
居
り
（
東
導
通
鍛
）
恐
ら
く
金
氏
訊
に
金
氏
派
の

　
爲
に
す
る
金
網
軟
の
簡
筆
ら
し
い
0

4
、
「
李
子
玉
藍
州
人
、
其
先
新
羅
大
官
、
奉
使
入
唐
、
天
子
孫
之
賜
姓

　
李
、
子
孫
徒
居
据
立
野
即
仁
州
也
。
」
（
商
麗
史
列
傳
）

朴
・
昔
・
金
ミ
姓

　
新
羅
の
金
蓮
に
は
二
つ
の
系
統
が
あ
る
。
郎
ち
一
は
新

羅
王
族
で
財
閥
智
の
後
ご
題
す
る
も
の
、
他
は
法
興
王
十

九
年
に
來
堅
し
た
ε
傳
ふ
る
金
官
加
羅
王
仇
亥
の
後
斎
で

あ
る
。
晶
剛
者
は
干
隈
曲
ハ
王
（
第
二
十
五
代
）
よ
・
り
金
姓
を
隣
す
る
繕
嚇

に
な
っ
た
が
、
後
者
は
野
島
の
曾
孫
金
乱
射
の
頃
新
羅
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

族
ビ
同
様
金
姓
を
稻
す
る
に
至
っ
た
や
う
で
あ
る
。

　
新
羅
王
族
の
旧
姓
の
由
來
に
就
い
て
宴
楽
智
の
傳
説
に

は
「
以
其
出
於
金
償
。
姓
金
諾
。
」
（
羅
紀
）
ご
説
明
し
て
居
る

が
、
事
實
は
金
頭
智
の
傳
説
の
成
立
よ
り
も
金
姓
の
登
生
の

方
が
徐
程
古
い
の
で
あ
っ
て
、
融
文
王
（
第
三
十
一
代
）
代
に
撰

ば
れ
た
文
武
王
幽
思
に
は
「
十
五
代
憩
星
漢
王
降
館
田
竃
誕

第
十
五
巷
　
第
四
號
　
　
五
七
三
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新
羅
の
姓
氏
に
就
い
て
　
（
三
十
）

鑑
仙
岳
肇
臨
」
ご
あ
り
、
羅
紀
味
郷
尼
師
今
の
條
に
は
「
無

智
生
野
婆
・
」
（
三
囲
遺
事
に
に
熱
漢
ぜ
あ
り
）
ご
記
し
、
や
は
り
勢
漢
は
文

武
王
十
五
代
の
競
に
當
っ
て
居
り
、
常
時
金
野
智
傳
説
は

未
だ
構
成
さ
れ
て
居
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。
叉
「
至
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
や

三
十
三
代
恵
恭
王
、
始
定
五
廟
、
以
味
十
王
正
金
姓
始
粗
○
」

（三

G
志
）
⑭
云
ふ
聾
の
恕
も
鶴
綴
説
の
存
奮
危

く
す
る
。
旋
風
三
國
史
記
や
三
國
難
事
に
見
え
る
黒
氏
時

代
の
系
圖
は
大
抵
奈
勿
尼
師
今
（
第
＋
七
代
）
が
起
黙
ご
な
っ

て
居
り
、
金
關
智
の
遠
孫
な
り
ご
主
張
す
る
例
は
高
麗
史

の
列
傳
や
高
麗
時
代
の
墓
誌
銘
に
嘗
て
始
め
て
見
毘
さ
れ

る
程
な
れ
ば
、
だ
と
へ
…
闘
智
北
説
は
構
成
さ
れ
た
後
ご
て

も
触
り
勢
力
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
兎
に
角
こ
し

て
重
氏
の
系
譜
が
信
じ
得
ら
れ
る
の
は
奈
勿
王
か
ら
で
あ

り
、
新
羅
本
紀
の
記
事
も
こ
の
頃
か
ら
幾
分
確
か
ε
な
る
○

　
さ
て
奈
春
子
以
後
孝
子
王
に
至
る
三
十
六
代
間
の
王
位

は
聡
達
で
あ
り
、
特
に
恵
恭
王
ま
で
の
二
十
代
は
金
氏
全

盛
時
代
で
あ
る
。
こ
の
二
十
代
の
内
王
母
が
朴
氏
な
る
は

　
　
　
　
　
　
錐
十
五
巻
　
第
四
號
　
　
五
七
四

法
興
・
眞
智
二
王
の
み
で
あ
り
、
王
妃
の
朴
氏
な
る
は
智

讃
・
法
興
・
興
興
の
三
王
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
以
っ
て
見

る
も
朴
氏
の
熱
”
カ
は
金
氏
に
比
す
べ
く
も
な
く
、
又
日
本

書
紀
・
書
聖
本
紀
に
見
え
る
新
羅
人
名
の
姓
氏
を
調
査
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

れ
ば
金
氏
六
十
鯨
に
偏
し
密
植
五
、
蓮
華
一
、
蘇
氏
一
ε

云
ふ
数
を
示
し
、
金
園
の
絶
醤
勢
力
を
反
映
せ
し
め
て
居

る
Q
マ
ハ
婚
姻
關
係
の
如
き
も
（
三
王
を
除
き
）
金
尋
問
の
婚

姻
が
最
も
普
通
で
、
新
壁
書
の
「
兄
弟
女
、
姑
嬢
、
從
姉

妹
、
皆
聰
下
妻
」
こ
の
記
事
ご
一
致
し
て
居
る
Q
斯
く
て
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
の
勢
力
は
固
定
し
、
量
欝
金
、
貴
人
朴
」
（
舗
唐
》
記
載

さ
れ
る
程
に
な
っ
た
。

　
然
る
に
宣
尊
王
（
第
三
十
七
代
）
以
後
は
全
く
そ
の
趣
き
を

異
に
し
、
た
こ
へ
王
者
は
金
氏
ご
宮
難
し
て
居
て
も
金
氏

の
勢
力
は
昔
日
の
如
く
で
は
な
く
、
こ
れ
に
反
し
て
朴
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

の
勢
力
が
年
を
追
ふ
て
増
大
し
、
果
て
は
紳
徳
王
（
第
五
＋
三

代
）
に
至
っ
て
朴
氏
の
王
が
始
ま
る
の
で
あ
る
○
而
し
て
朴

氏
ご
齢
す
る
由
來
は
阿
達
羅
王
の
遠
望
ご
云
ふ
こ
ご
に
な

（　72’　）



つ
て
居
る
が
、
性
霊
羅
は
王
の
世
代
数
に
し
て
四
十
数
代

年
数
に
し
て
七
百
年
以
上
の
昔
で
、
こ
、
に
突
然
古
代
史

ご
新
羅
末
期
ご
が
姓
氏
問
題
の
上
で
結
合
さ
れ
て
み
る
。

こ
、
に
於
て
吾
人
も
奈
勿
王
以
前
の
所
謂
傳
説
期
の
新
羅

本
紀
の
記
載
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

註
－
、
羅
紀
法
興
十
九
年
の
條
に
金
官
加
羅
王
金
仇
亥
が
來
目
し
た
こ
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
な
傳
へ
、
又
U
墨
興
王
十
五
年
の
條
に
．
新
州
買
主
金
武
刀
（
回
避
の
第
u
三

　
子
）
の
名
が
見
え
、
共
に
「
金
」
姓
が
堕
詑
さ
れ
て
る
ろ
。
王
以
外
に
有

　
姓
の
人
名
が
全
く
見
え
な
い
こ
の
時
代
に
濁
り
こ
の
一
族
が
金
姓
存
有

　
す
ろ
の
に
甚
だ
を
か
し
い
。
武
刀
の
名
に
前
蓮
の
如
く
昌
寧
碑
に
、
「
沙

　
録
田
刀
智
上
置
」
ピ
あ
っ
て
無
調
で
あ
り
、
そ
の
長
兄
に
北
漢
碑
に

　
「
尺
干
内
夫
知
」
居
染
夫
傳
に
「
奴
夫
波
珍
喰
將
軍
」
定
見
え
同
じ
く
無
姓

　
で
あ
る
。
又
金
炭
竃
（
武
刀
の
孫
）
に
就
い
て
も
金
姓
葬
附
記
さ
れ
て
居

　
る
の
に
太
宗
武
烈
王
七
年
以
後
に
限
ら
れ
て
居
ろ
。
景
明
王
入
年
崔
仁

　
楽
土
撰
の
鳳
林
寺
眞
鏡
大
師
寳
月
凌
空
之
塔
碑
銘
（
朝
鮮
金
石
総
愛
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
大
師
諌
雲
母
、
俗
士
新
金
氏
、
其
先
任
那
王
族
。
」
ミ
あ
る
に
こ
の
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
羅
王
族
の
こ
ぜ
な
る
べ
く
、
特
に
新
金
姓
定
記
し
て
居
る
以
上
、
こ
の
一

　
族
が
金
冠
為
癒
し
た
の
は
新
羅
王
族
の
金
聾
よ
り
も
遅
れ
て
み
ろ
こ
定

　
に
明
ら
か
で
あ
り
、
法
興
手
写
興
王
代
に
金
蔓
な
名
梁
る
筈
が
な
い
。

　
恐
ら
く
四
代
日
の
金
浜
信
に
璽
っ
て
そ
の
古
今
無
比
の
功
勢
に
よ
り
位

　
人
勇
為
極
め
王
家
の
外
戚
ぜ
な
つ
昼
頃
に
現
姓
な
構
す
る
に
至
つ
索
も

新
羅
の
姓
氏
に
就
い
て
　
（
三
ロ
順
）

　
の
で
あ
ら
う
O
摩
し
て
庚
信
が
有
名
な
だ
け
そ
の
家
系
も
史
乗
に
騰
さ

　
れ
、
更
家
た
し
て
そ
の
父
瓢
に
姓
を
追
認
ぜ
し
め
る
に
便
で
あ
っ
六
で

あ
ら
う
。
三
國
史
記
金
庚
信
傳
に
庚
信
碑
為
引
用
し
て
、
「
庚
信
碑
亦

　
云
。
軒
膿
男
猫
、
少
昊
之
胤
。
桜
樹
加
耶
始
組
寒
露
興
新
羅
同
姓
也
Q
」
ご

　
　
　
　
　
　
む

　
潰
し
、
野
鼠
金
天
氏
に
因
ん
で
金
姓
為
穂
し
力
定
傳
へ
て
居
ろ
Q
當
暗

　
山
木
だ
駕
凱
洛
M
國
記
に
、
云
へ
る
如
吾
鉱
自
齢
路
が
金
卵
か
ら
生
れ
」
六
の
に
基
・
き
金

姓
ぜ
爾
す
建
云
ふ
傳
説
に
存
し
な
か
つ
六
ら
し
く
、
三
密
時
薪
羅
の
金

　
開
智
の
金
讃
説
も
構
成
さ
れ
て
居
な
い
の
で
あ
お
。

2
、
三
國
遣
事
に
ば
宋
都
王
に
就
い
て
「
三
豊
搏
王
之
陵
夢
野
組
堂
」
ε

配
し
て
居
り
、
島
津
王
の
竹
葉
軍
の
傳
説
の
如
き
如
釘
に
も
始
麗
ミ
し

　
て
ふ
さ
に
し
い
説
話
で
あ
る
。
京
間
氏
に
昧
鄭
言
々
冒
子
昆
白
犀
賃
琶

　
（
之
津
に
元
本
の
意
）
ビ
繹
さ
れ
糞
の
に
興
味
深
い
。
恐
ら
く
金
氏
の
系

　
圖
三
味
擁
、
三
河
、
關
智
定
曇
ふ
順
序
に
成
長
し
て
行
つ
六
も
の
で
あ

　
ら
、
つ
。

3
、
憲
恭
王
代
（
第
三
十
六
代
）
の
末
に
王
位
縫
承
の
側
…
が
あ
り
（
斯
…
唐
書

　
に
「
其
宰
相
事
擢
相
攻
、
二
大
臥
、
三
歳
乃
定
。
」
ミ
見
え
、
金
良
相
が

奈
勿
論
＋
世
の
孫
亡
無
し
て
王
位
に
つ
き
、
次
に
元
聖
王
が
危
計
な
用

ひ
奈
三
王
十
二
世
の
孫
ミ
自
癒
し
て
王
位
に
登
っ
て
居
る
が
、
後
者
の

　
如
き
に
愚
系
か
ら
云
へ
ば
朴
氏
で
あ
り
奈
勿
王
十
ご
世
の
孫
…
ぜ
云
ふ
が

如
毒
、
に
當
て
に
な
ら
な
い
。
實
墨
金
氏
全
盛
時
代
に
に
母
系
の
朴
氏
の

　
王
に
二
十
代
中
二
人
に
過
ぎ
な
い
が
、
元
聖
王
以
後
に
班
系
に
就
い
て

　
云
へ
げ
〔
朴
氏
六
王
、
金
氏
山
ハ
王
（
不
明
な
も
の
為
除
く
）
で
こ
の
黙
に
於

　
て
も
朴
氏
の
撞
頭
が
う
な
つ
か
れ
ろ
。
憲
恭
王
以
後
一
1
王
位
纐
承
問
題

第
ナ
五
巻
　
第
四
號
　
　
五
七
五

（　“i3’　）



　
　
　
　
新
羅
の
姓
氏
に
就
い
て
　
（
三
品
）

　
　
が
頻
禺
し
て
繊
撃
日
少
曇
右
様
で
あ
っ
．
失
、
例
へ
ば
丈
聖
王
代
の
弓
編
の

　
　
反
齪
の
裏
面
に
も
朴
氏
の
勢
力
の
荏
在
な
見
ろ
こ
定
が
繊
來
ろ
。
郎
ち

　
　
丈
聖
王
（
策
囚
十
六
代
）
に
弓
閲
の
力
に
よ
っ
て
王
位
に
登
る
潜
得
、
趣

　
　
つ
て
の
約
に
從
っ
て
弓
颪
の
女
な
姿
ら
ん
ミ
し
れ
が
籾
臣
の
反
勤
に
よ

　
　
つ
て
違
約
の
正
む
な
き
に
至
つ
沁
。
時
に
王
妃
に
朴
氏
で
王
の
三
年
に

　
　
唐
の
班
な
奉
じ
て
妃
ミ
し
ゼ
、
胤
ろ
。
さ
れ
ば
弓
編
の
反
蹴
に
朴
氏
一
派

　
　
に
題
す
る
反
抗
で
あ
ろ
Q

　
新
羅
の
王
位
綴
承
に
就
い
て
儒
尊
王
帥
位
の
條
に
、
朴

身
金
の
三
氏
の
内
年
長
有
徳
の
も
の
が
王
た
る
べ
き
こ

ご
が
記
載
さ
れ
て
居
る
が
、
．
こ
の
記
事
を
一
讃
す
れ
ば
何

入
も
年
譜
の
灘
譲
思
想
の
反
映
に
想
到
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
然
し
先
づ
隠
隠
な
想
定
を
避
け
る
爲
に
黒
潮
の
例
に

就
い
て
見
る
に
羅
文
代
休
翠
柳
今
（
第
九
代
）
が
四
代
豪
い
た

朴
氏
に
か
は
る
時
「
阿
達
羅
（
朴
氏
）
麗
無
子
、
國
人
立
之
」

（羅紀）

ｲ
あ
り
、
華
氏
浩
解
王
（
第
十
二
代
）
（
四
代
綾
く
）
の
次
に

金
氏
昧
郷
王
が
立
つ
時
も
「
沽
解
無
子
、
國
人
立
味
郷
」
（
灘
）

ご
あ
り
、
金
文
華
勿
王
（
第
十
七
代
）
が
三
代
暴
い
た
昔
氏

に
か
は
る
時
も
同
じ
く
｛
、
詑
愚
管
子
、
点
滅
器
之
。
」
ご
見

え
．
何
れ
も
異
姓
の
王
の
即
位
す
る
時
は
前
王
の
無
子
の

　
　
　
　
　
　
僧
伽
十
五
巷
　
　
第
…
聞
…
貌
　
　
　
五
↓
U
山
ハ

場
合
で
あ
っ
て
、
有
徳
に
譲
っ
た
の
で
は
な
い
こ
ご
に
な

っ
て
居
る
。

　
次
に
婚
姻
ご
姓
こ
の
…
關
係
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
同

族
結
婚
が
新
羅
の
風
習
で
あ
る
に
係
ら
す
奈
勿
王
以
前
の

王
妃
乃
至
王
母
は
却
っ
て
異
姓
の
方
が
多
い
の
で
あ
っ

Dて
、
昧
勝
闘
の
如
き
は
父
は
金
氏
母
は
朴
氏
妃
は
昔
氏
こ

な
っ
て
居
り
朴
・
昔
・
金
の
素
姓
が
う
ま
く
結
合
さ
れ
て

居
る
。
三
國
史
記
奈
勿
王
の
條
に
、
新
身
書
の
同
族
結
婚

に
開
す
る
記
事
を
引
用
し
て
、
「
新
羅
鋼
不
餌
取
同
姓
而

立
、
兄
弟
子
姑
嬢
從
姉
妹
、
皆
聰
爲
爲
妻
、
閣
外
競
漕
異
俗
、

責
之
以
中
食
之
禮
、
期
大
嘘
」
ご
論
じ
て
居
る
が
、
斯
か

る
風
習
は
轟
轟
王
以
後
の
家
系
に
の
み
見
鐵
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
金
富
較
も
之
に
氣
付
い
て
か
奈
勿
王
の
條
に
こ
の

論
を
挿
入
し
て
み
る
。
斯
く
奈
勿
土
以
前
の
家
系
が
新
羅

の
俗
習
に
反
し
て
居
る
の
は
、
「
潤
筆
軽
輩
同
姓
」
ざ
云
ふ

支
那
思
想
に
よ
っ
て
潤
色
さ
れ
た
も
の
か
乃
至
は
朴
・
昔
・

金
の
本
姓
を
理
想
的
に
結
合
さ
せ
た
も
の
に
違
ひ
な
い
。
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朴
・
昔
・
金
の
三
姓
が
暉
護
の
形
式
に
よ
っ
て
交
々
即
位

し
た
こ
云
ふ
傳
説
は
一
見
新
羅
の
特
有
な
國
膿
で
あ
る
か

の
標
に
思
は
れ
る
が
、
儒
理
王
即
位
の
傳
説
以
外
に
は
灘

譲
の
例
も
な
く
、
三
姓
の
婚
姻
に
よ
る
結
合
が
古
情
に
反

し
て
居
る
こ
す
れ
ば
、
三
野
思
立
は
甚
だ
怪
し
く
な
る
。

少
く
こ
も
歴
史
の
相
識
信
じ
得
ら
れ
る
時
代
は
諸
氏
の
王

か
ら
始
ま
）
、
眞
興
王
の
頃
に
至
っ
て
始
め
て
「
金
」
な
る

姓
が
毘
來
、
朴
姓
も
少
し
量
れ
て
毘
來
た
で
あ
ら
う
が
、

前
言
し
た
如
く
金
氏
時
代
の
朴
氏
は
甚
だ
少
数
で
あ
り
、

普
氏
に
至
っ
て
は
我
が
持
統
紀
に
一
名
を
見
燃
し
得
る
の

み
で
め
る
。
然
る
に
羅
宋
に
突
然
朴
氏
が
王
位
に
登
り
、
．

王
は
金
氏
で
あ
る
ご
の
奈
勿
王
以
來
の
原
則
を
破
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
且
つ
阿
達
羅
王
の
遠
孫
な
ご
、
名
乗
り
罪
し

た
。
而
か
も
昔
氏
告
解
王
を
除
き
黒
馬
潜
居
世
よ
り
阿
達

羅
王
ま
で
の
七
去
が
撃
壌
こ
な
っ
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、

斯
か
る
傳
説
時
代
の
配
列
は
寒
点
が
天
下
を
ご
つ
た
羅
末

に
按
梅
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
否
三
姓
の
膝
隠
形
式
や
婚

　
　
　
新
羅
の
姓
氏
に
就
い
て
　
（
三
品
）

姻
に
よ
る
結
合
な
ざ
も
黒
氏
に
都
合
よ
く
整
へ
ら
れ
π
の

で
は
あ
る
ま
い
か
、
勿
論
新
羅
固
有
の
習
俗
に
六
部
の
合

議
胴
が
あ
り
、
（
新
唐
墨
に
謂
ふ
「
和
心
し
な
る
制
度
が
師
ち

こ
れ
で
あ
っ
て
、
）
王
家
の
重
大
事
は
六
部
の
合
議
で
決
め

た
も
の
な
れ
ば
、
王
位
の
如
き
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
ら

う
が
、
こ
の
こ
ご
、
三
姓
の
暉
護
形
式
の
解
説
ご
を
同
概

念
の
も
ご
に
解
志
す
べ
き
で
は
な
い
。

　
然
し
三
個
の
姓
が
並
べ
ら
れ
た
の
に
は
何
か
古
い
傳
説

が
存
し
π
ら
し
く
、
歴
史
的
に
は
焦
り
意
義
の
な
い
昔
氏

が
朴
・
金
ご
並
べ
ら
れ
て
居
る
の
も
そ
の
爲
で
あ
ら
う
。

芸
州
島
の
三
崩
穴
の
態
勢
に
し
て
も
我
が
三
三
分
治
の
神

話
に
し
て
も
、
或
は
扶
余
系
の
傳
説
に
よ
く
三
牌
が
出
て

來
る
こ
ε
な
ざ
を
併
せ
考
ふ
れ
ば
、
金
・
朴
に
忍
男
を
加

へ
て
三
個
あ
げ
ら
れ
た
こ
ご
は
何
か
説
話
的
根
檬
が
あ
っ

π
も
の
な
る
べ
く
、
輩
に
三
才
説
に
よ
っ
て
差
構
さ
れ
た

こ
見
る
説
に
は
賛
成
し
か
ね
る
。

　
要
す
る
に
新
羅
に
於
け
る
姓
氏
の
蛮
生
は
統
一
期
前
後

　
　
　
　
　
　
第
十
五
稔
　
纂
四
號
　
　
五
七
七
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新
羅
の
姓
氏
に
就
い
て
　
（
三
下
）

で
あ
り
、
そ
の
説
明
傳
説
の
成
立
は
な
ほ
そ
の
後
で
あ

り
、
朴
氏
の
如
き
は
羅
末
に
厩
す
る
で
あ
ら
う
。
か
つ
三

豊
の
単
極
傳
説
が
新
羅
の
母
胎
た
る
六
部
ご
は
別
系
の
も

の
と
さ
れ
て
居
る
が
如
き
は
六
部
の
歴
史
が
忘
れ
ら
れ
た

後
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
古
代
の
巨
魁
に
矛
盾

す
る
も
の
ε
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
始
租
傳
説
の
一
々
に

就
い
て
そ
の
要
素
を
摘
出
し
、
説
話
の
系
統
を
考
へ
る
の

も
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
今
そ
の
煩
を
嫌
っ
て
省
略

し
て
置
く
。

誰
ユ

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
四
號
　
　
五
七
入

（
附
記
）
新
羅
古
代
に
は
王
名
の
類
似
し
六
る
も
の
が
多
い
。
第
一
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
皇
居
世
（
朴
氏
）
を
郷
言
に
．
て
弗
矩
二
王
ぜ
云
ひ
一
に
光
明
理
（
治
）
世
王

　
　
　
　
　
　
　
　
む
む
　
　
　
　
　
ム
　
ム

　
書
謬
し
て
居
る
が
、
酒
塩
（
一
作
獲
暉
）
王
ビ
甚
だ
類
似
し
て
居
り
、
又

　
冒
朴
氏
に
．
も
此
鳳
氏
に
・
も
翌
暁
（
禮
）
王
が
一
あ
り
、
第
二
代
の
南
柏
（
源
氏
）
亡

第
＋
代
の
玉
垂
（
昔
氏
）
定
が
類
似
し
で
、
居
る
。
斯
る
王
名
の
．
重
複
や
類

　
似
の
多
い
こ
ミ
も
古
代
吏
構
成
の
過
程
の
一
端
た
示
す
も
の
で
に
あ
る

　
ま
い
か
。
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